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　第14回から第17回の合併協議会が美方町、

村岡町、香住町の各会場で開催されました。

第17回合併協議会をもって、全合併協定項

目の協議が終了しました。これにより10月

２日、香住町中央公民館において、合併協

定調印式が開催されました。合併協定書の

内容は７ページ以降をご覧ください。 

▲合併協定調印式 〈香住町中央公民館〉 



▲署名・押印をされる３町長 

▲署名をされる井戸兵庫県知事 

▲主催者を代表して岩槻村岡町長があいさつ 

協
定
書
の
披
露 

－２－ 

合
併
協
定
に
調
印 
合
併
協
定
に
調
印 
合
併
協
定
に
調
印 
合
併
協
定
に
調
印 
合
併
協
定
に
調
印 

　
10
月
２
日
（
土
）、
香
住
町
中
央
公
民
館
に
お
い
て
、「
美
方

町
・
村
岡
町
・
香
住
町
合
併
協
定
調
印
式
」
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。 

　
昨
年
12
月
か
ら
の
３
町
合
併
協
議
会
を
延
べ
41
回
重
ね
、

「
香
美
町
」
誕
生
へ
の
歴
史
的
な
調
印
式
と
な
り
ま
し
た
。 

　
平
成
11
年
度
の
合
併
特
例
法
改
正
以
降
で
は
、『
町
』
の
規

模
で
は
県
下
で
第
１
号
の
調
印
と
な
り
ま
し
た
。 

　
午
後
１
時
か
ら
始
ま
っ
た
調
印

式
で
は
、
上
田
節
郎
美
方
町
長
に

よ
る
経
過
報
告
、
合
併
協
定
書
確

認
が
行
わ
れ
た
後
、
井
戸
敏
三
兵

庫
県
知
事
を
は
じ
め
、
多
く
の
関

係
者
が
見
守
る
中
、
39
項
目
の
合

併
協
定
項
目
が
記
さ
れ
た
合
併
協

定
書
に
３
町
の
町
長
が
署
名
・
押

印
を
行
い
ま
し
た
。 

　
続
い
て
、
立
会
人
と
し
て
合
併

協
議
会
委
員
、
顧
問
の
丸
上
博
兵

庫
県
議
会
議
員
、
西
村
良
二
但
馬

県
民
局
長
が
署
名
さ
れ
、
最
後
に

井
戸
兵
庫
県
知
事
が
署
名
さ
れ
ま

し
た
。 

　
そ
の
後
、
３
町
の
町
長
に
よ
り

合
併
協
定
書
が
披
露
さ
れ
、
井
戸

兵
庫
県
知
事
と
固
い
握
手
で
結
束

を
誓
い
ま
し
た
。 

　
主
催
者
を
代
表
し
て
、
合
併
協

議
会
会
長
、
岩
槻
健
村
岡
町
長
が
「
但

馬
牛
や
松
葉
ガ
ニ
な
ど
の
海
産
物

を
代
表
す
る
全
国
ブ
ラ
ン
ド
を
共

有
し
、
町
の
魅
力
と
誇
り
を
何
倍

に
も
膨
ら
ま
せ
、
香
美
町
な
ら
で

は
豊
か
な
香
り
と
味
わ
い
、
自
然

の
美
し
さ
と
人
々
の
心
の
優
し
さ

を
世
界
に
伝
え
る
町
を
築
い
て
ま

い
り
ま
す
。」
と
あ
い
さ
つ
を
さ
れ

ま
し
た
。
ま
た
、
来
賓
祝
辞
と
し
て
、

井
戸
兵
庫
県
知
事
、
谷
衆
議
院
議
員
、

梶
原
衆
議
院
議
員
、
丸
上
兵
庫
県

議
会
議
員
か
ら
力
強
い
励
ま
し
と

お
祝
い
の
言
葉
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 



　
８
月
30
日
、
香
住
町
文
化
会
館

で
、
第
14
回
合
併
協
議
会
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
提
出
さ
れ
た
議
題

と
概
要
は
次
の
と
お
り
す
。 

協
議
第
59
号
（
継
続
） 

　
水
道
・
下
水
道
関
係
事
務
事
業

　
の
取
扱
い（
そ
の
２
）に
つ
い
て 

↓
確
認 

 

　
前
回
の
協
議
会
で
継
続
協
議
と

な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
意
見
が
あ

っ
た
下
水
道
関
係
の
手
数
料
に
つ

い
て
、
一
部
字
句
を
修
正
し
、
確

認
さ
れ
ま
し
た
。 

 【
確
認
内
容
】 

１
　
水
道
に
関
す
る
こ
と 

　
上
水
道
関
係
手
数
料
は
、
合
併

時
に
〔
別
表
１
〕
の
と
お
り
再
編

す
る
。 

　
た
だ
し
、
給
水
装
置
工
事
の
設

計
手
数
料
、
閉
栓
手
数
料
、
私
設

消
火
栓
使
用
立
会
手
数
料
、
消
火

栓
消
防
演
習
立
会
手
数
料
及
び
給

水
停
止
確
認
手
数
料
は
廃
止
す
る
。 

２
　
下
水
道
に
関
す
る
こ
と 

　
美
方
町
、
村
岡
町
が
実
施
し
て

い
る
合
併
浄
化
槽
設
置
整
備
事
業

補
助
制
度
は
、
合
併
後
に
再
編
す

る
。 

　
水
洗
便
所
等
改
造
資
金
融
資
あ

っ
せ
ん
及
び
利
子
補
給
制
度
は
、

村
岡
町
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統

一
す
る
。 

　
下
水
道
関
係
手
数
料
は
、
合
併

時
に
〔
別
表
２
〕
の
と
お
り
再
編

す
る
。 

　
た
だ
し
、
香
住
町
の
区
域
に
お

け
る
設
計
審
査
手
数
料
及
び
竣
工

検
査
手
数
料
は
、
供
用
開
始
か
ら

３
年
を
経
過
し
た
場
合
に
徴
収
す

る
。 

協
議
第
60
号 

　
社
会
教
育
関
係
事
務
事
業
の
取

　
扱
い（
そ
の
２
）に
つ
い
て ↓

確
認 

 

　
人
権
啓
発
、
生
涯
学
習
に
関
す

る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
、
協
議
が

行
な
わ
れ
、
次
の
よ
う
に
確
認
さ

れ
ま
し
た
。 

【
確
認
内
容
】 

１
　
人
権
啓
発
に
関
す
る
こ
と 

　
人
権
尊
重
は
、
社
会
づ
く
り
、

人
づ
く
り
の
根
幹
を
な
す
も
の
で

あ
る
。
す
べ
て
の
ま
ち
づ
く
り
施

策
は
、
こ
の
尊
重
の
理
念
を
も
と

に
進
め
る
も
の
で
、
人
権
啓
発
は

一
時
も
ゆ
る
が
せ
る
こ
と
な
く
強

力
に
推
進
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

　
人
権
啓
発
推
進
の
た
め
の
条
例

は
、
す
べ
て
の
人
が
人
権
に
つ
い

て
の
正
し
い
理
解
と
認
識
を
深
め

て
行
く
う
え
で
、
ゆ
る
ぎ
な
い
決

意
と
方
向
性
を
示
す
も
の
と
し
て

重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ

る
の
で
、
香
住
町
の
例
を
も
と
に

合
併
時
に
再
編
す
る
。 

　
現
行
の
啓
発
推
進
事
業
は
新
町

へ
引
き
継
ぎ
、
積
極
的
な
展
開
を

図
る
も
の
と
す
る
。 

 

２
　
生
涯
学
習
に
関
す
る
こ
と 

　
生
涯
学
習
事
業
、
各
種
行
事
等

は
、
こ
れ
ま
で
の
事
業
成
果
を
踏

ま
え
、
引
き
続
き
地
域
の
特
色
を

活
か
し
た
事
業
の
展
開
が
で
き
る

よ
う
、
合
併
後
に
調
整
す
る
。 

　
図
書
館
事
業
は
、
現
行
の
と
お

り
新
町
へ
引
き
継
ぐ
。 

 

３
　
子
育
て
支
援
に
関
す
る
こ
と 

　
子
育
て
支
援
事
業
は
、
現
行
の

３
町
の
事
業
を
も
と
に
合
併
後
に

調
整
す
る
。 

 

４
　
社
会
体
育
に
関
す
る
こ
と 

　
教
育
委
員
会
主
催
の
ス
ポ
ー
ツ

行
事
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
へ

引
き
継
ぐ
。 

　
社
会
教
育
団
体
が
実
施
す
る
ス

ポ
ー
ツ
行
事
の
支
援
方
法
は
、
合

併
後
に
検
討
す
る
。 

　
国
体
推
進
体
制
は
、
合
併
後
、

新
町
に
１
つ
の
実
行
委
員
会
を
組

織
し
、
旧
町
単
位
の
専
門
部
会
を

設
置
す
る
。 

 

（1） 

（1） （2） （3） 

（1） 

（2） （1） （1） （1） （2） （2） 

▲第14回合併協議会の様子 

〔別表２〕 

手 数 料 の 種 類 手 数 料 金 額 

設 計 審 査 手 数 料 

竣 工 検 査 手 数 料 

国県道占用申請事務手数料 
３,０００円 

１,０００円 

１,０００円 

１,０００円 
国県道 

口径20ｍｍ以下 

町　道 

５,０００円 

１５０円 

責任技術者登録（更新）手数料 

督 促 手 数 料 

〔別表１〕 

手 数 料 の 種 類 手 数 料 金 額 

設 計 審 査 手 数 料 
１,０００円 

口径25ｍｍ以上 3,０００円 

口径20ｍｍ以下 １,０００円 
口径25ｍｍ以上 

竣 工 検 査 手 数 料 
3,０００円 

開 栓 手 数 料 １,０００円 

国県道 3,０００円 
町　道 

国県道占用申請事務手数料 
１,０００円 

－３－ 

第
14
回
合
併
協
議
会
を
開
催

合
併
協
議
会
を
開
催 
第
14
回
合
併
協
議
会
を
開
催

合
併
協
議
会
を
開
催 
第
14
回
合
併
協
議
会
を
開
催 
第
14
回
合
併
協
議
会
を
開
催 

協
議
事

協
議
事
項 

協
議
事

協
議
事
項 

協
議
事
項 



　
９
月
８
日
、
村
岡
町
老
人
福
祉

セ
ン
タ
ー
で
、
第
15
回
合
併
協
議

会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
提
出
さ

れ
た
議
題
と
概
要
は
次
の
と
お
り

で
す
。 

協
議
第
61
号
（
継
続
） 

　
福
祉
関
係
事
務
事
業
の
取
扱
い

　（
そ
の
３
）
に
つ
い
て 

↓
継
続 

 

　
継
続
協
議
と
さ
れ
て
い
た
福
祉

関
係
事
務
事
業
は
、
一
部
字
句
修

正
が
行
わ
れ
再
度
提
案
さ
れ
ま
し

た
が
、
意
見
が
ま
と
ま
ら
ず
継
続

協
議
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

　
９
月
20
日
、
美
方
町
高
齢
者
生

活
支
援
セ
ン
タ
ー
い
こ
い
の
里
で
、

第
16
回
合
併
協
議
会
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
提
出
さ
れ
た
議
題
と
概

要
は
次
の
と
お
り
で
す
。 

報
告
第
30
号 

　
第
８
回
新
町
ま
ち
づ
く
り
計
画

　
検
討
小
委
員
会
に
つ
い
て ↓

承
認 

 

　
第
８
回
新
町
ま
ち
づ
く
り
計
画

検
討
小
委
員
会
に
つ
い
て
、
報
告

が
行
な
わ
れ
、
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

【
確
認
内
容
】 

１
　
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
こ
と 

　
障
害
者
福
祉
計
画
は
、
合
併
後
、

新
町
に
お
い
て
速
や
か
に
策
定
す

る
。 

　
障
害
者
福
祉
金
支
給
事
業
は
、

香
住
町
の
例
を
も
と
に
合
併
時
に

再
編
す
る
。 

　
重
度
心
身
障
害
者（
児
）介
護
手

当
支
給
事
業
は
、
村
岡
町
の
例
を

も
と
に
合
併
時
に
再
編
し
、
手
当

の
支
給
額
は
美
方
町
の
例
に
よ
り

月
額
１
５
，０
０
０
円
と
す
る
。 

　
た
だ
し
、
在
宅
老
人
介
護
手
当

支
給
事
業
の
検
討
に
合
わ
せ
て
検

討
す
る
。 

　
特
殊
学
校
等
児
童
生
徒
就
学
奨

励
費
支
給
事
業
は
、
合
併
時
に
廃

止
す
る
。 

　
た
だ
し
、
当
該
事
業
を
実
施
し

て
い
る
村
岡
町
に
限
り
、
経
過
措

置
と
し
て
合
併
の
日
の
前
日
に
お

け
る
支
給
対
象
者
に
つ
い
て
は
、

合
併
後
３
年
間
は
継
続
実
施
す
る
。 

 

２
　
高
齢
者
福
祉
に
関
す
る
こ
と 

　
老
人
保
健
福
祉
計
画
は
、
合
併

後
、
新
町
に
お
い
て
速
や
か
に
策

定
す
る
。 

　
老
人
ク
ラ
ブ
活
動
補
助
金
等
は
、

合
併
時
に
再
編
す
る
。 

　
老
人
福
祉
大
会
及
び
敬
老
会
事

業
は
、
合
併
後
に
調
整
す
る
。 

　
長
寿
祝
金
等
支
給
事
業
は
、
合

併
時
に
再
編
す
る
。 

　
金
婚
夫
婦
祝
福
事
業
は
、
合
併

時
に
再
編
す
る
。 

　
在
宅
老
人
介
護
手
当
支
給
事
業

は
、
村
岡
町
の
例
を
も
と
に
合
併

時
に
再
編
し
、
手
当
の
支
給
額
は

美
方
町
の
例
に
よ
り
月
額
１
５
，

０
０
０
円
と
す
る
。 

　
た
だ
し
、
次
期
老
人
保
健
福
祉

計
画
策
定
に
合
わ
せ
て
検
討
す
る
。 

 

３
　
母
子
等
福
祉
金
事
業
に
つ
い
て 

　
母
子
等
福
祉
金
事
業
は
、
合
併

時
に
廃
止
す
る
。 

　
た
だ
し
、
当
該
事
業
を
実
施
し

て
い
る
美
方
町
、
村
岡
町
に
限
り
、

経
過
措
置
と
し
て
合
併
後
１
年
間

は
美
方
町
の
例
を
も
と
に
継
続
実

施
す
る
。 

 

４
　
介
護
予
防
事
業
に
つ
い
て 

　
合
併
時
に
再
編
す
る
。 

 

５
　
結
婚
媒
酌
人
報
償
金
支
給
事

業
に
つ
い
て 

　
合
併
時
に
廃
止
す
る
。 

 

６
　
戦
没
者
追
悼
式
（
平
和
祈
念

式
）
に
つ
い
て 

　
合
併
後
に
再
編
す
る
。 

 

７
　
社
会
福
祉
協
議
会
へ
の
委
託

事
業
に
つ
い
て 

　
合
併
時
に
調
整
す
る
。 

協
議
第
61
号 

　
福
祉
関
係
事
務
事
業
の
取
扱
い

　（
そ
の
３
）
に
つ
い
て 

↓
継
続 

 

　
障
害
者
福
祉
や
高
齢
者
福
祉
な

ど
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
協
議

が
行
な
わ
れ
ま
し
た
が
、
全
般
的

に
意
見
が
あ
り
、
継
続
協
議
さ
れ

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

 

協
議
第
62
号 

　
そ
の
他
協
議
が
必
要
な
事
務
事

　
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て 

↓
継
続 

 

　
旧
慣
使
用
権
に
つ
い
て
協
議
が

行
な
わ
れ
ま
し
た
が
、
使
用
料
な

ど
に
つ
い
て
意
見
が
あ
り
、
継
続

協
議
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

 

協
議
第
64
号 

　
地
域
自
治
区
の
取
扱
い
に
つ
い

　
て 

↓
継
続 

 

　
地
域
自
治
区
に
つ
い
て
協
議
が

行
な
わ
れ
ま
し
た
が
、
美
方
町
の

区
域
を
何
区
に
す
る
の
か
、
ま
だ

確
定
し
て
い
な
い
た
め
継
続
協
議

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

協
議
第
61
号
（
継
続
） 

　
福
祉
関
係
事
務
事
業
の
取
扱
い

　（
そ
の
３
）
に
つ
い
て 

↓
確
認 

 

　
継
続
協
議
と
さ
れ
て
い
た
福
祉

関
係
事
務
事
業
は
、
新
た
に
参
考

資
料
が
提
出
さ
れ
、
ま
た
一
部
字

句
修
正
が
行
わ
れ
、
次
の
よ
う
に

確
認
さ
れ
ま
し
た
。 

（１） 

（5） （6） 

（2） （3） （4） （1） （2） （3） （4） 

第
15
回
・
第
16
回
合
併
協
議
会
を
開
催 

第
15
回
・
第
16
回
合
併
協
議
会
を
開
催 

第
15
回
・
第
16
回
合
併
協
議
会
を
開
催 

第
15
回
・
第
16
回
合
併
協
議
会
を
開
催 

報
告
事

報
告
事
項 

報
告
事

報
告
事
項 

報
告
事
項 

協
議
事

協
議
事
項 

協
議
事

協
議
事
項 

協
議
事
項 

協
議
事

協
議
事
項 
協
議
事

協
議
事
項 
協
議
事
項 

－４－ 



協
議
第
62
号
（
継
続
） 

　
そ
の
他
協
議
が
必
要
な
事
務
事

　
業
の
取
扱
い 

↓
確
認 

 

　
継
続
協
議
と
さ
れ
て
い
た
旧
慣

使
用
権
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、

一
部
字
句
修
正
が
行
わ
れ
、
次
の

よ
う
に
確
認
さ
れ
ま
し
た
。 

 【
確
認
内
容
】 

　
旧
慣
使
用
権
等
に
も
と
づ
く
公

有
林
野
の
取
扱
い
は
、
現
行
の
と

お
り
新
町
へ
引
き
継
ぎ
、
森
林
の

も
つ
公
益
性
、
林
野
統
一
の
経
緯
、

各
地
域
の
実
情
等
を
考
慮
し
て
、

合
併
後
１
年
を
目
途
に
調
整
す
る
。 

　
な
お
、
調
整
期
間
に
お
け
る
取

扱
い
は
、
公
平
性
を
も
と
に
合
併

時
に
定
め
る
。 

協
議
第
63
号
（
継
続
） 

　
地
域
自
治
区
の
取
扱
い
つ
い
て 

↓
確
認 

 

　
前
協
議
会
で
、
美
方
町
の
区
域

を
何
区
に
す
る
の
か
、
ま
だ
確
定

し
て
い
な
か
っ
た
た
め
継
続
協
議

と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
美
方
町

の
区
域
を
「
小
代
区
」
に
す
る
こ

と
に
決
ま
り
、
次
の
よ
う
に
確
認

さ
れ
ま
し
た
。 

 【
確
認
内
容
】 

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律

第
67
号
）
第
２
０
２
条
の
４
第
１

項
及
び
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
40
年
法
律
第

６
号
）
第
５
条
の
５
第
２
項
の
規

定
に
も
と
づ
き
、
合
併
前
の
美
方

町
、
村
岡
町
及
び
香
住
町
の
区
域

ご
と
に
地
域
自
治
区
を
設
置
す
る
。 

　
設
置
に
つ
い
て
は
、「
地
域
自

治
区
の
設
置
に
関
す
る
協
議
書
」

の
と
お
り
と
す
る
。 

 

協
議
第
64
号 

　
合
併
協
定
項
目
の
変
更
に
つ
い

　
て 

↓
確
認 

 

　
地
方
自
治
区
の
設
置
に
伴
い
、

協
定
項
目
２
┃（
２
）地
域
審
議
会

の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

に
変
更
さ
れ
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

【
確
認
内
容
】 

１
　
協
定
項
目
２
┃（
２
）地
域
審

議
会
の
取
扱
い
に
つ
い
て 

　
地
方
自
治
法
及
び
市
町
村
の
合

併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部

改
正
に
よ
り
、
地
域
自
治
区
が
新 

た
に
制
度
化
さ
れ
、
こ
の
法
律
を

適
用
し
て
地
域
自
治
区
を
合
併
前

の
美
方
町
、
村
岡
町
及
び
香
住
町

の
区
域
ご
と
に
設
置
す
る
こ
と
か

ら
、
地
域
審
議
会
は
新
町
に
お
い

て
設
置
し
な
い
こ
と
と
し
、
協
定

項
目
２
┃（
２
）地
域
審
議
会
の
取

扱
い
の
項
目
は
、「
地
域
自
治
区

の
取
扱
い
」
に
読
み
替
え
る
こ
と

と
す
る
。 

 

協
議
第
65
号 

　
字
名
の
取
扱
い
に
つ
い
て ↓

確
認 

 
　
字
名
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
協

議
が
行
な
わ
れ
、
次
の
よ
う
に
確

認
さ
れ
ま
し
た
。 

 【
確
認
内
容
】 

　
美
方
町
、
村
岡
町
及
び
香
住
町

の
字
の
名
称
及
び
区
域
は
、
現
行

の
と
お
り
新
町
へ
引
き
継
ぐ
。 

協
議
第
66
号 

　
事
務
組
織
及
び
機
構
の
取
扱
い

　
に
つ
い
て 

↓
確
認 
 

　
新
町
の
事
務
組
織
及
び
機
構
に

つ
い
て
、
協
議
が
行
な
わ
れ
、
次

の
よ
う
に
確
認
さ
れ
ま
し
た
。 

 【
確
認
内
容
】 

１
　
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
き

た
さ
な
い
組
織
・
機
構
と
す
る
。 

 

２
　
簡
素
で
効
率
的
な
組
織
・
機

構
と
す
る
。 

 

３
　
地
方
分
権
に
柔
軟
に
対
応
で

き
る
組
織
・
機
構
と
す
る
。 

 

４
　
責
任
の
所
在
が
明
確
で
、
的

確
な
危
機
管
理
が
行
え
る
組
織
・

機
構
と
す
る
。 

 

５
　
新
町
ま
ち
づ
く
り
計
画
を
円

滑
に
遂
行
で
き
る
組
織
・
機
構
と

す
る
。 

 

６
　
本
庁
は
、
町
全
体
の
総
合
的

な
業
務
を
掌
り
、
旧
町
区
域
の
住

民
に
直
結
し
た
地
域
局
の
業
務
と

の
調
整
を
図
り
な
が
ら
新
町
の
均

衡
あ
る
発
展
を
図
る
。 

 

７
　
地
域
局
は
、
旧
町
区
域
を
所

管
区
域
と
し
て
、
日
常
的
な
住
民

サ
ー
ビ
ス
業
務
と
地
域
振
興
拠
点

と
し
て
の
業
務
等
を
担
う
。 

 

８
　
庁
舎
間
の
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
、
緊
急
連
絡
体
制
を
拡
充
し
、

相
互
連
携
を
強
化
す
る
。 

 

協
議
第
67
号 

　
一
部
事
務
組
合
等
の
取
扱
い
（
そ

　
の
２
）
に
つ
い
て 

↓
継
続 

 

　
一
部
事
務
組
合
等
の
取
扱
い
に

つ
い
て
は
、
全
般
的
に
意
見
が
あ

り
、
継
続
協
議
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。 

 

協
議
第
68
号 

　
新
町
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
つ
い

　
て 

↓
確
認 

 

　
新
町
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
つ
い

て
、
協
議
が
行
な
わ
れ
、
次
の
よ

う
に
確
認
さ
れ
ま
し
た
。 

 【
確
認
内
容
】 

　
新
町
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
つ
い

て
は
、
別
添
の
と
お
り
定
め
る
も

の
と
す
る
。 

 

▲第16回合併協議会の様子 
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９
月
８
日
、
村
岡
町
老
人
福
祉

セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
第
８
回
新

町
ま
ち
づ
く
り
計
画
検
討
小
委
員

会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

　
県
に
事
前
に
協
議
に
付
し
て
い

た
「
新
町
ま
ち
づ
く
り
計
画
」
に

つ
い
て
、
修
正
、
変
更
の
指
摘
を

受
け
て
い
た
個
所
に
つ
い
て
事
務

局
か
ら
説
明
が
な
さ
れ
、
全
般
的

な
意
見
交
換
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
中
で
魚
類
残
渣
の
適
性
処

理
に
つ
い
て
意
見
が
あ
り
、
一
部

文
言
を
追
加
さ
れ
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
ま
し
た
。 

　
ま
た
、
財
政
計
画
に
つ
い
て
事

務
局
よ
り
前
提
条
件
等
の
説
明
が

な
さ
れ
た
の
ち
、
意
見
交
換
が
行

い
、
原
案
ど
お
り
確
認
さ
れ
ま
し

た
。 

　
こ
れ
を
も
っ
て
全
体
会
に
提
案

し
、
県
へ
の
「
新
町
ま
ち
づ
く
り

計
画
」
の
正
式
協
議
に
付
す
る
こ

と
と
し
ま
し
た
。 

　
９
月
29
日
、
村
岡
町
老
人
福
祉

セ
ン
タ
ー
で
、
第
17
回
合
併
協
議

会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
提
出
さ

れ
た
議
題
と
概
要
は
次
の
と
お
り

で
す
。 

報
告
第
31
号 

　
新
町
ま
ち
づ
く
り
計
画
の
県
協

　
議
の
結
果
に
つ
い
て 

↓
承
認 

 

　「
新
町
ま
ち
づ
く
り
計
画
」
が

県
に
よ
り
最
終
確
認
さ
れ
た
こ
と

に
つ
い
て
、
報
告
が
行
な
わ
れ
、

承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

協
議
第
67
号 

　
一
部
事
務
組
合
等
の
取
扱
い
（
そ

　
の
２
）
に
つ
い
て 

↓
確
認 

 

　
継
続
協
議
に
さ
れ
て
い
た
一
部

事
務
組
合
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て

は
、
全
般
的
に
意
見
が
あ
り
ま
し

た
が
、
一
部
文
言
修
正
を
す
る
こ

と
を
議
事
録
に
載
せ
る
こ
と
で
、

次
の
よ
う
に
確
認
さ
れ
ま
し
た
。 

【
確
認
内
容
】 

１
　
美
方
町
、
村
岡
町
及
び
香
住

町
が
加
入
し
て
い
る
美
方
広
域
消

防
事
務
組
合
に
つ
い
て
は
、
合
併

の
日
の
前
日
を
も
っ
て
脱
退
し
、

新
町
に
お
い
て
合
併
の
日
に
当
該

組
合
に
加
入
す
る
。 

 
２
　
美
方
町
及
び
村
岡
町
が
加
入

し
て
い
る
公
立
八
鹿
病
院
組
合
に

つ
い
て
は
、
合
併
の
日
の
前
日
を

も
っ
て
脱
退
し
、
新
町
に
お
い
て

合
併
の
日
に
当
該
組
合
に
加
入
す
る
。 

　
た
だ
し
、
新
町
に
関
わ
る
当
該

組
合
の
事
務
処
理
区
域
は
、
現
行

の
美
方
町
及
び
村
岡
町
の
区
域
と

す
る
。 

 

３
　
美
方
町
、
村
岡
町
及
び
香
住

町
が
加
入
し
て
い
る
北
但
行
政
事

務
組
合
に
つ
い
て
は
、
合
併
の
日

の
前
日
を
も
っ
て
脱
退
し
、
新
町

に
お
い
て
合
併
の
日
に
当
該
組
合

（
広
域
ご
み
、
汚
泥
処
理
施
設
の

設
置
及
び
維
持
管
理
並
び
に
広
域

ご
み
・
汚
泥
の
処
分
に
関
す
る
事

務
）
に
加
入
す
る
。 

 

４
　
美
方
町
及
び
村
岡
町
が
加
入

し
て
い
る
美
方
郡
広
域
事
務
組
合

に
つ
い
て
は
、
合
併
の
日
の
前
日

を
も
っ
て
脱
退
し
、
新
町
に
お
い

て
合
併
の
日
に
当
該
組
合
（
農
業 

共
済
事
業
に
関
す
る
事
務
、
火
葬

場
の
設
置
及
び
経
営
並
び
に
霊
柩

車
の
運
行
に
関
す
る
事
務
）
に
加

入
す
る
。 

　
た
だ
し
、
火
葬
場
に
関
す
る
事

務
に
つ
い
て
は
、
新
町
の
火
葬
場

が
整
備
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
現
行

の
美
方
町
及
び
村
岡
町
の
区
域
を

対
象
と
し
て
加
入
す
る
こ
と
と
す

る
。 

 

５
　
介
護
認
定
審
査
会
に
関
す
る

事
務
に
つ
い
て
は
、
新
町
単
独
で

実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。 

 

６
　
美
方
町
、
村
岡
町
及
び
香
住

町
が
加
入
し
て
い
る
北
但
広
域
行

政
協
議
会
（
電
算
処
理
、
法
令
外

負
担
金
審
査
に
関
す
る
事
務
）
に

つ
い
て
は
、
合
併
の
日
ま
で
に
調

整
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

そ
の
他
、
美
方
町
議
会
議
長
よ
り

「
議
会
の
議
員
の
定
数
及
び
任
期

の
取
扱
い
で
在
任
特
例
の
適
用
を

求
め
る
決
議
書
」
が
提
出
さ
れ
た

こ
と
に
伴
い
、
議
会
の
議
員
の
定

数
及
び
任
期
の
取
扱
い
の
再
協
議

に
つ
い
て
協
議
し
た
結
果
、
賛
否

が
分
か
れ
た
た
め
、
採
決
の
結
果
、

再
協
議
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。 

一部事務組合等の状況 

１ 美方町、村岡町、香住町の枠組みによるもの 

名　　称 

矢田川流域衛生 
　　　一部事務組合 

ごみ処理、し尿処理、 
浄化槽汚泥処分 美方町、村岡町、香住町 

主な事務内容 構 成 市 町 

２ 美方町、村岡町、香住町を越えた枠組みによるもの 

名　　称 

美方広域消防事務組合 消　防 美方町、村岡町、香住町、 
温泉町、浜坂町 

公立八鹿病院組合 

北但行政事務組合 

美方郡広域事務組合 

北但広域行政協議会 

但馬広域行政事務組合 

病院、訪問看護ステーション等 

広域ごみ・汚泥処理施設の設置 
及び維持管理並びに広域ごみ・ 
汚泥の処分 

ごみ・し尿処理、浄化槽汚泥処分、 
火葬、消防 

但馬ふるさと市町村圏計画策定・ 
実施、地域振興事業等 

農協共済、介護認定審査会 

農協共済、火葬等 

養父市、美方町、村岡町 

北但１市10町（北但地域 
全市町） 

北但１市５町（美方郡４町、 
香住町を除く北但地域） 

北但１市５町、香住町 
（美方郡４町を除く北但地域） 

美方町、村岡町、温泉町、 
浜坂町 

電算処理 北但１市８町（浜坂町、温泉 
町を除く北但地域） 

法令外負担金審査 北但１市10町（北但地域 
全市町） 

但馬地域全市町 

主な事務内容 構 成 市 町 

報
告
事

報
告
事
項 

報
告
事

報
告
事
項 

報
告
事
項 

－６－ 

小
委
員
会
の
報

小
委
員
会
の
報
告 

小
委
員
会
の
報

小
委
員
会
の
報
告 

小
委
員
会
の
報
告 

小
委
員
会
の
報
告 

第
６
回
新
町
ま
ち
づ
く
り
計
画

第
６
回
新
町
ま
ち
づ
く
り
計
画 

検
討
小
委
員
会
を
開
催

検
討
小
委
員
会
を
開
催 

第
６
回
新
町
ま
ち
づ
く
り
計
画

第
６
回
新
町
ま
ち
づ
く
り
計
画 

検
討
小
委
員
会
を
開
催

検
討
小
委
員
会
を
開
催 

第
６
回
新
町
ま
ち
づ
く
り
計
画 

検
討
小
委
員
会
を
開
催 

第
17
回
合
併
協
議
会
を
開
催

合
併
協
議
会
を
開
催 
第
17
回
合
併
協
議
会
を
開
催

合
併
協
議
会
を
開
催 
第
17
回
合
併
協
議
会
を
開
催 
第
17
回
合
併
協
議
会
を
開
催 

協
議
事

協
議
事
項 

協
議
事

協
議
事
項 

協
議
事
項 



　
10
月
２
日（
土
）、
合
併
協
定
調
印
式
に
お
い
て
合

併
協
定
書
に
調
印
が
行
わ
れ
、
全
39
項
目
に
わ
た
る

合
併
協
定
項
目
が
確
定
し
ま
し
た
。 

　
こ
こ
で
は
、
こ
の
協
定
書
に
記
載
さ
れ
た
合
併
協

定
項
目
の
内
容
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

１ 

―
（
１
） 

　
合
併
の
方
式 

　
美
方
町
、
村
岡
町
及
び
香
住
町
を
廃
止
し
、
そ
の
区
域

を
も
っ
て
新
し
い
町
を
設
置
す
る
新
設
（
対
等
）
合
併
と

す
る
。 

１ 

―
（
２
） 

　
合
併
の
期
日 

　
合
併
の
期
日
は
、
平
成
17
年
４
月
１
日
と
す
る
。 

１ 

―
（
３
） 

　
新
町
の
名
称 

　
新
町
の
名
称
は
「
香
美
町
」
と
す
る
。 

　
住
居
の
表
示
に
地
域
自
治
区
の
名
称
を
冠
す
る
。 

１ 

―
（
４
） 

　
新
町
の
事
務
所
の
位
置 

　
新
町
の
事
務
所
の
位
置
は
、
城
崎
郡
香
住
町
香
住
字
門

　
前
１
５
９
５
番
地
の
３
（
現
香
住
町
庁
舎
）
と
す
る
。 

　
美
方
町
、
村
岡
町
の
各
現
庁
舎
に
支
所
を
置
き
、「
地
域

　
局
」
と
称
す
る
。 

　「
地
域
局
」
は
、
住
民
生
活
に
密
着
し
た
業
務
や
地
域
振

　
興
業
務
等
の
幅
広
い
分
野
の
業
務
を
担
う
も
の
と
す
る
。 

　
現
村
岡
町
庁
舎
に
本
庁
機
能
の
一
部
を
分
散
し
て
配
置

　
す
る
。
配
置
す
る
部
門
は
、
村
岡
町
が
要
望
す
る
農
林
、

　
保
健
福
祉
及
び
教
育
委
員
会
を
も
と
に
町
長
会
で
別
途
、

　
前
向
き
に
協
議
す
る
も
の
と
　
す
る
。 

　
電
算
セ
ン
タ
ー
は
、
現
村
岡
町
庁
舎
に
設
置
す
る
も
の

　
と
す
る
。 

　
現
香
住
町
庁
舎
は
移
転
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
香
住
町

　
内
の
「
地
域
高
規
格
道
路
」
香
住
Ｉ
Ｃ
周
辺
の
適
地
に

　
新
築
す
る
こ
と
と
し
、
速
や
か
に
建
設
に
着
手
す
る
も

　
の
と
す
る
。 

１ 

―
（
５
） 

　
財
産
区
の
取
扱
い 

　
美
方
町
、
村
岡
町
及
び
香
住
町
が
合
併
の
日
の
前
日
に

お
い
て
所
有
す
る
財
産
及
び
債
務
は
、
す
べ
て
新
町
に
引

き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。
財
産
区
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と

お
り
新
町
へ
引
き
継
ぐ
。 

２ 

―
（
１
） 

　
新
町
の
ま
ち
づ
く
り
計
画 

　
新
町
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
つ
い
て
は
、
別
添
の
と
お
り

定
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

―
（
２
） 

　
地
域
自
治
区
の
取
扱
い 

　
地
域
自
治
区
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。 

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
２
０
２
条

の
４
第
１
項
及
び
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
40
年
法
律
第
６
号
）
第
５
条
の
５
第
２
項
の
規
定

に
も
と
づ
き
、
合
併
前
の
美
方
町
、
村
岡
町
及
び
香
住
町

の
区
域
ご
と
に
地
域
自
治
区
を
設
置
す
る
。 

　
設
置
に
つ
い
て
は
、
「
地
域
自
治
区
の
設
置
に
関
す
る

協
議
書
」
の
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

―
（
３
） 

　
議
会
の
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い 

　
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
６
条
及
び
第

　
７
条
の
特
例
は
適
用
せ
ず
、
合
併
後
50
日
以
内
に
設
置

　
選
挙
を
行
う
。 

　
新
町
の
議
会
の
議
員
の
定
数
は
、
20
人
と
す
る
。 

　
設
置
選
挙
に
限
り
、
旧
町
の
区
域
ご
と
に
選
挙
区
を
設

　
け
る
。 

　
各
選
挙
区
の
定
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　
美
方
町
の
区
域
３
人
、
村
岡
町
の
区
域
６
人
、
香
住
町

　
の
区
域
11
人 

２ 

―
（
４
） 

　
農
業
委
員
会
の
委
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い 

　
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
８
条
の

　
特
例
を
適
用
せ
ず
、
合
併
後
50
日
以
内
に
設
置
選

　
挙
を
行
う
。 

 

（1） 

（1） （1） （2） （4） （3） 

（2） （3） （4） （5） （6） 
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合
併
協
定
の
内
容
を 

　
　
お
知
ら
せ
し
ま
す 
合
併
協
定
の
内
容
を 

　
　
お
知
ら
せ
し
ま
す 
合
併
協
定
の
内
容
を 

　
　
お
知
ら
せ
し
ま
す 
合
併
協
定
の
内
容
を 

　
　
お
知
ら
せ
し
ま
す 



　
農
業
委
員
会
を
設
置
す
る
単
位
は
、
新
町
に
１
つ
の
農

　
業
委
員
会
と
す
る
。 

　
新
町
の
農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
の
定
数
は
、

　
20
人
と
す
る
。 

　
美
方
町
と
村
岡
町
を
合
わ
せ
た
区
域
と
香
住
町
の
区
域

　
の
２
つ
の
選
挙
区
を
設
け
る
。 

　
各
選
挙
区
の
定
数
は
、
有
権
者
数
割
50
％
、
農
地
面
積

　
割
50
％
と
し
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　
美
方
町
と
村
岡
町
を
合
わ
せ
た
区
域
12
人
、
香
住
町
の

　
区
域
８
人 

２ 

―
（
５
） 

　
一
般
職
の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い 

　
一
般
職
の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。 

　
美
方
町
、
村
岡
町
及
び
香
住
町
の
一
般
職
の
職
員
は
、

　
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
９
条
第
１
項

　
の
規
定
に
も
と
づ
き
、
す
べ
て
新
町
の
職
員
と
し
て
引

　
き
継
ぐ
。 

　
職
員
数
に
つ
い
て
は
、
新
町
に
お
い
て
定
員
適
正
化
計

　
画
を
策
定
し
、
定
員
管
理
の
適
正
化
を
図
る
。 

　
職
員
の
給
料
は
現
給
を
保
障
し
、
合
併
に
よ
る
格
差
は

　
調
整
す
る
。 

　
職
階
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
職
名
と
と
も
に
級
別
標

　
準
職
務
票
を
調
整
し
、
統
一
す
る
。 

　
初
任
給
基
準
を
合
併
時
に
一
本
化
す
る
よ
う
に
調
整
し
、

　
統
一
す
る
。 

２ 

―
（
６
） 

　
一
部
事
務
組
合
等
の
取
扱
い 

　
矢
田
川
流
域
衛
生
一
部
事
務
組
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て

　
は
、
合
併
の
日
の
前
日
を
も
っ
て
解
散
す
る
。
そ
の
業

　
務
、
職
員
、
財
産
及
び
債
務
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
新

　
町
に
引
き
継
ぐ
。 

　
美
方
町
、
村
岡
町
及
び
香
住
町
は
、
合
併
の
日
の
前
日

　
を
も
っ
て
但
馬
広
域
行
政
事
務
組
合
、
兵
庫
県
町
議
会

　
議
員
公
務
災
害
補
償
組
合
、
兵
庫
県
町
土
地
開
発
公
社

　
及
び
兵
庫
県
町
交
通
災
害
共
済
組
合
か
ら
脱
退
し
、
新

　
町
に
お
い
て
合
併
の
日
に
当
該
組
合
に
加
入
す
る
。 

　
美
方
町
、
村
岡
町
、
香
住
町
及
び
矢
田
川
流
域
衛
生
一

　
部
事
務
組
合
は
、
合
併
の
日
の
前
日
を
も
っ
て
但
馬
公

　
平
委
員
会
及
び
兵
庫
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
か

　
ら
脱
退
し
、
新
町
に
お
い
て
合
併
の
日
に
当
該
組
合
に

　
加
入
す
る
。 

　
美
方
町
、
村
岡
町
及
び
香
住
町
が
加
入
し
て
い
る
美
方

　
広
域
消
防
事
務
組
合
に
つ
い
て
は
、
合
併
の
日
の
前
日

　
を
も
っ
て
脱
退
し
、
新
町
に
お
い
て
合
併
の
日
に
当
該

　
組
合
に
加
入
す
る
。 

　
美
方
町
及
び
村
岡
町
が
加
入
し
て
い
る
公
立
八
鹿
病
院

　
組
合
に
つ
い
て
は
、
合
併
の
日
の
前
日
を
も
っ
て
脱
退

　
し
、
新
町
に
お
い
て
合
併
の
日
に
当
該
組
合
に
加
入
す

　
る
。 

　
た
だ
し
、
新
町
に
関
わ
る
当
該
組
合
の
事
務
処
理
区
域

　
は
、
現
行
の
美
方
町
及
び
村
岡
町
の
区
域
と
す
る
。 

　
美
方
町
、
村
岡
町
及
び
香
住
町
が
加
入
し
て
い
る
北
但

　
行
政
事
務
組
合
に
つ
い
て
は
、
合
併
の
日
の
前
日
を
も

　
っ
て
脱
退
し
、
新
町
に
お
い
て
合
併
の
日
に
当
該
組
合

　
（
広
域
ご
み
、
汚
泥
処
理
施
設
の
設
置
及
び
維
持
管
理

　
並
び
に
広
域
ご
み
・
汚
泥
の
処
理
に
関
す
る
事
務
）
に

　
加
入
す
る
。 

　
美
方
町
及
び
村
岡
町
が
加
入
し
て
い
る
美
方
郡
広
域
事

　
務
組
合
に
つ
い
て
は
、
合
併
の
日
の
前
日
を
も
っ
て
脱

　
退
し
、
新
町
に
お
い
て
合
併
の
日
に
当
該
組
合
（
農
業

　
共
済
事
業
に
関
す
る
事
務
、
火
葬
場
の
設
置
及
び
経
営

　
並
び
に
霊
柩
車
の
運
行
に
関
す
る
事
務
）
に
加
入
す
る
。 

　
た
だ
し
、
火
葬
場
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
新
町

　
の
火
葬
場
が
整
備
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
現
行
の
美
方
町

　
及
び
村
岡
町
の
区
域
を
対
象
と
し
て
加
入
す
る
こ
と
と

　
す
る
。 

 

　
介
護
認
定
審
査
会
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
新
町

　
単
独
で
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。
、 

　
美
方
町
、
村
岡
町
及
び
香
住
町
が
加
入
し
て
い
る
北
但

　
広
域
行
政
協
議
会
（
電
算
処
理
、
法
令
外
負
担
金
審
査

　
に
関
す
る
事
務
）
に
つ
い
て
は
、
合
併
の
日
ま
で
に
調

　
整
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

―
（
７
） 

　
地
方
税
の
取
扱
い 

　
地
方
税
の
税
率
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お

　
り
と
す
る
。 

　
ア
　
個
人
町
民
税
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町

　
　
　
に
引
き
継
ぐ
。 

　
イ
　
法
人
町
民
税
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町

　
　
　
へ
引
き
継
ぐ
。 

　
ウ
　
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町

　
　
　
へ
引
き
継
ぐ
。 

　
エ
　
軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町

　
　
　
へ
引
き
継
ぐ
。 

　
オ
　
町
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町

　
　
　
へ
引
き
継
ぐ
。 

　
カ
　
鉱
産
税
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
へ
引

　
　
　
き
継
ぐ
。 

　
キ
　
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、
香
住
町
の
例
に

　
　
　
よ
る
。 

　
ク
　
入
湯
税
に
つ
い
て
は
、
美
方
町
、
村
岡
町
の
例
に

　
　
　
よ
る
。 

　
ケ
　
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て 

　
（
医
療
分
） 

　
　
　
　
賦
課
方
式
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
へ
引
き
継

　
　
　
　
ぐ
。 

　
　
　
　
賦
課
割
合
は
、
標
準
割
合
を
基
本
に
、
低
所
得

　
　
　
　
者
に
配
慮
し
て
、
新
町
の
運
営
協
議
会
に
お
い

　
　
　
　
て
検
討
す
る
。 

（ア） （イ） 

（8） （9） （1） 

（3） （4） （5） （6） （7） 

（2） （3） （4） （5） （1） （1） （2） （2） （3） （4） （5） 

－８－ 



　
　
　
　
保
険
税
率
は
、
新
町
に
お
け
る
医
療
費
に
見
合

　
　
　
　
う
税
率
を
定
め
る
。
た
だ
し
、
急
激
な
負
担
増

　
　
　
　
加
と
し
な
い
た
め
、
平
成
19
年
度
ま
で
は
不
均

　
　
　
　
一
課
税
を
実
施
す
る
。 

　
　
　
　
賦
課
限
度
額
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
へ
引
き

　
　
　
　
継
ぐ
。 

　
（
介
護
分
） 

　
　
　
　
賦
課
方
式
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
へ
引
き
継

　
　
　
　
ぐ
。 

　
　
　
　
賦
課
割
合
は
、
標
準
割
合
を
基
本
に
、
低
所
得

　
　
　
　
者
に
配
慮
し
て
、
新
町
の
運
営
協
議
会
に
お
い

　
　
　
　
て
検
討
す
る
。 

　
　
　
　
保
険
税
率
は
、
新
町
に
お
け
る
介
護
納
付
金
に

　
　
　
　
見
合
う
税
率
を
定
め
、
平
成
17
年
度
か
ら
統
一

　
　
　
　
す
る
。 

　
　
　
　
賦
課
限
度
額
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
へ
引
き

　
　
　
　
継
ぐ
。 

　
納
期
に
つ
い
て 

　
ア
　
個
人
町
民
税
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町

　
　
　
へ
引
き
継
ぐ
。 

　
イ
　
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
美
方
町
、
香
住
町
の

　
　
　
例
に
よ
る
。 

　
ウ
　
軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町

　
　
　
へ
引
き
継
ぐ
。 

　
エ
　
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
は
、
村
岡
町
の
例
に

　
　
　
よ
る
。 

３ 

―
（
１
） 

　
特
別
職
の
身
分
の
取
扱
い 

　
特
別
職
（
首
長
・
議
員
等
）
に
つ
い
て 

　
ア
　
町
長
、
助
役
、
収
入
役
、
教
育
長
の
設
置
、
人
数

　
　
　
及
び
任
期
に
つ
い
て
は
、
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ

　
　
　
に
よ
る
。 

　
イ
　
町
長
、
助
役
、
収
入
役
、
教
育
長
及
び
議
会
の
議

　
　
　
員
の
報
酬
額
等
は
現
行
支
給
額
を
も
と
に
、
類
似

　
　
　
団
体
の
状
況
を
参
考
に
し
て
、
報
酬
審
議
会
に
準

　
　
　
じ
た
第
三
者
機
関
に
よ
り
審
議
し
調
整
す
る
。 

　
ウ
　
費
用
弁
済
の
額
は
、
類
似
団
体
の
状
況
を
参
考
に

　
　
　
し
て
、
報
酬
審
議
会
に
準
じ
た
第
三
者
機
関
に
よ

　
　
　
り
審
議
し
調
整
す
る
。 

　
そ
の
他
特
別
職
（
行
政
委
員
会
）
に
つ
い
て 

　
ア
　
教
育
委
員
会
の
委
員
、
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
、

　
　
　
監
査
委
員
及
び
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
の
委

　
　
　
員
の
数
、
任
期
に
つ
い
て
は
、
法
令
の
定
め
る
と

　
　
　
こ
ろ
に
よ
る
。 

　
イ
　
報
酬
額
及
び
費
用
弁
償
の
額
は
、
類
似
団
体
の
状

　
　
　
況
を
参
考
に
し
て
、
報
酬
審
議
会
に
準
じ
た
第
三

　
　
　
者
機
関
に
よ
り
審
議
し
調
整
す
る
。 

３ 

―
（
２
） 

　
条
例
、
規
則
等
の
取
扱
い 

　
美
方
町
、
村
岡
町
及
び
香
住
町
が
制
定
し
て
い
る
条
例
、

規
則
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　
条
例
、
規
則
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
合
併
協
議
会

　
で
協
議
・
確
認
さ
れ
た
各
種
事
務
事
業
等
の
調
整
内
容

　
に
も
と
づ
き
、
次
の
区
分
に
よ
り
整
備
す
る
。 

　
ア
　
合
併
と
同
時
に
町
長
職
務
執
行
者
の
専
決
処
分
に

　
　
　
よ
り
、
即
時
に
制
定
施
行
す
る
も
の
（
即
時
施
行
） 

　
イ
　
合
併
後
に
お
い
て
も
、
一
定
の
地
域
に
当
分
の
間
、

　
　
　
暫
定
的
に
施
行
す
る
も
の
（
暫
定
施
行
） 

　
ウ
　
合
併
後
に
お
い
て
、
逐
次
制
定
し
施
行
す
る
も
の

　
　
　
（
逐
次
施
行
） 

３ 

―
（
３
） 

　
事
務
組
織
及
び
機
構
の
取
扱
い 

　
新
町
の
事
務
組
織
及
び
機
構
は
、
次
の
方
針
に
よ
り
整

備
す
る
。 

　
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
き
た
さ
な
い
組
織
・
機
構
と

　
す
る
。 

　
簡
素
で
効
率
的
な
組
織
・
機
構
と
す
る
。 

　
地
方
分
権
に
柔
軟
に
対
応
で
き
る
組
織
・
機
構
と
す
る
。 

　
責
任
の
所
在
が
明
確
で
、
的
確
な
危
機
管
理
が
行
え
る

　
組
織
・
機
構
と
す
る
。 

　
新
町
の
ま
ち
づ
く
り
計
画
を
円
滑
に
遂
行
で
き
る
組
織
・

　
機
構
と
す
る
。 

　
本
庁
は
、
町
全
体
の
総
合
的
な
業
務
を
掌
り
、
旧
町
区

　
域
の
住
民
に
直
結
し
た
地
域
局
の
業
務
と
の
調
整
を
図

　
り
な
が
ら
新
町
の
均
衡
あ
る
発
展
を
図
る
。 

　
地
域
局
は
、
旧
町
区
域
を
所
管
区
域
と
し
て
、
日
常
的

　
な
住
民
サ
ー
ビ
ス
業
務
と
地
域
振
興
拠
点
と
し
て
の
業

　
務
等
を
担
う
。 

　
庁
舎
間
の
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
緊
急
連
絡
体
制
を
拡

　
充
し
、
相
互
連
携
を
強
化
す
る
。 

３ 

―
（
４
） 

　
使
用
料
、
手
数
料
の
取
扱
い 

　
使
用
料
に
つ
い
て 

　
ア
　
施
設
使
用
料
に
つ
い
て 

　
　
　
　
住
民
の
日
常
生
活
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
上

　
　
　
　
下
水
道
施
設
は
、
新
町
に
お
け
る
住
民
の
一
体

　
　
　
　
性
の
確
保
、
負
担
公
平
の
原
則
及
び
健
全
な
財

　
　
　
　
政
運
営
の
観
点
か
ら
、
適
正
な
料
金
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
合
併
後
、
可
能
な
限
り
早
期
に
統
一
す
る
方
向

　
　
　
　
で
調
整
す
る
。 

　
　
　
　
住
民
が
等
し
く
利
用
で
き
る
教
育
、
コ
ミ
ュ
ニ

　
　
　
　
テ
ィ
、
保
健
福
祉
施
設
等
は
、
新
町
に
お
け
る

　
　
　
　
住
民
の
一
体
性
の
確
保
、
負
担
公
平
の
原
則
か

　
　
　
　
ら
、
合
併
後
統
一
す
る
。 

　
　
　
　
上
記
以
外
の
施
設
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て

　
　
　
　
現
行
の
と
お
り
新
町
へ
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る

　
　
　
　
が
、
新
町
に
お
い
て
適
正
な
料
金
の
あ
り
方
等

　
　
　
　
を
検
討
す
る
。 

　
イ
　
幼
稚
園
授
業
料
（
保
育
料
）
に
つ
い
て
は
、
合
併

　
　
　
時
に
調
整
し
、
統
一
す
る
。 

　
ウ
　
住
宅
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町

　
　
　
へ
引
き
継
ぐ
。
（
公
営
住
宅
法
等
に
基
づ
く
） 

（2） （1） （1） （2） （3） 

（4） （5） （6） （7） （8） （2） 

（ウ） （エ） （ア） （イ） （ウ） （エ） 

（ア） （イ） （ウ） 

（2） （1） 

－９－ 



　
手
数
料
に
つ
い
て 

　
ア
　
３
町
で
差
異
の
な
い
手
数
料
及
び
矢
田
川
流
域
衛

　
　
　
生
一
部
事
務
組
合
の
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
現
行

　
　
　
の
と
お
り
新
町
へ
引
き
継
ぐ
。 

　
イ
　
３
町
で
差
異
の
あ
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
新
町

　
　
　
に
お
け
る
住
民
の
一
体
性
の
確
保
を
図
る
と
と
も

　
　
　
に
、
住
民
負
担
に
配
慮
し
、
負
担
公
平
の
原
則
か

　
　
　
ら
、
適
正
な
料
金
と
な
る
よ
う
合
併
時
に
統
一
を

　
　
　
図
る
。 

３ 

―
（
５
） 

　
公
共
的
団
体
等
の
取
扱
い 

　
公
共
的
団
体
等
に
つ
い
て
は
、
新
町
の
一
体
性
の
確
保

す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
を
尊
重
し
な
が
ら
、
統
合

又
は
再
編
に
む
け
た
調
整
に
努
め
る
。 

　
美
方
町
、
村
岡
町
及
び
香
住
町
に
共
通
す
る
団
体
又
は

　
共
通
の
目
的
を
も
っ
た
団
体
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
限

　
り
合
併
時
に
統
合
で
き
る
よ
う
調
整
に
努
め
る
。
な
お
、

　
統
合
に
時
間
を
要
す
る
団
体
に
つ
い
て
は
、
将
来
統
合

　
に
向
け
て
検
討
が
進
め
ら
れ
る
よ
う
調
整
に
努
め
る
。 

　
独
自
の
目
的
を
も
っ
た
団
体
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し

　
て
、
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。 

３ 

―
（
６
） 

　
補
助
金
、
交
付
金
等
の
取
扱
い 

　
補
助
金
、
交
付
金
等
に
つ
い
て
は
、
公
共
的
必
要
性
、

有
効
性
、
公
平
性
の
観
点
か
ら
、
次
の
よ
う
に
調
整
す
る
。 

　
同
一
あ
る
い
は
同
種
の
補
助
金
等
に
つ
い
て
は
、
関
係

　
団
体
等
の
理
解
と
協
力
を
得
て
、
合
併
後
１
年
以
内
を

　
目
途
に
統
一
す
る
方
向
で
調
整
す
る
。 

　
独
自
の
補
助
金
等
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
の
経
緯
及

　
び
実
情
に
配
慮
し
、
新
町
に
お
い
て
均
衡
を
保
つ
よ
う

　
調
整
す
る
。 

　
整
理
統
合
で
き
る
補
助
金
等
に
つ
い
て
は
、
統
合
、
廃

　
止
す
る
。 
 

３ 

―
（
７
） 

　
字
名
の
取
扱
い 

　
美
方
町
、
村
岡
町
及
び
香
住
町
の
字
の
名
称
及
び
区
域

は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
へ
引
き
継
ぐ
。 

３ 

―
（
８
） 

　
慣
行
の
取
扱
い 

　
美
方
町
、
村
岡
町
及
び
香
住
町
が
実
施
し
て
い
る
慣
行

に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　
町
民
憲
章
、
宣
言
に
つ
い
て
は
、
新
町
に
お
い
て
検
討

　
す
る
。 

　
町
の
花
、
町
の
木
等
の
象
徴
的
事
項
に
つ
い
て
は
、
新

　
町
に
お
い
て
検
討
す
る
。 

　
町
章
に
つ
い
て
は
、
新
町
に
お
い
て
検
討
す
る
。 

　
名
誉
町
民
制
度
に
つ
い
て
は
、
新
町
に
お
い
て
新
た
に

　
制
度
を
設
け
る
。
す
で
に
各
町
で
そ
の
称
号
を
贈
ら
れ

　
て
い
る
名
誉
町
民
は
新
町
に
引
き
継
ぐ
。 

　
表
彰
に
つ
い
て
は
、
新
町
に
お
い
て
検
討
す
る
。 

３ 

―
（
９
） 

　
国
民
健
康
保
険
事
業
の
取
扱
い 

　
出
産
育
児
一
時
金
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町

　
へ
引
き
継
ぐ
。 

　
葬
祭
費
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
へ
引
き
継

　
ぐ
。 

　
出
産
育
児
一
時
金
貸
付
金
に
つ
い
て
は
、
香
住
町
の
例

　
に
よ
り
、
兵
庫
県
国
保
連
合
会
に
委
託
し
て
実
施
す
る
。 

３ 

―
（
10
） 

　
介
護
保
険
事
業
の
取
扱
い 

　
介
護
保
険
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
併
当
初
に
お
い

　
て
は
旧
町
の
集
合
を
も
っ
て
新
町
の
計
画
と
し
、
平
成

　
17
年
度
に
新
町
と
し
て
の
次
期
運
営
期
間
に
お
け
る
介

　
護
保
険
事
業
計
画
を
策
定
す
る
。 

　
介
護
保
険
料
独
自
減
免
事
業
に
つ
い
て
は
、
減
免
内
容

　
は
村
岡
町
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
一
し
、
基
準
に
つ

　
い
て
は
合
併
時
ま
で
に
調
整
す
る
。 

　
美
方
町
が
実
施
し
て
い
る
保
険
料
市
町
村
間
格
差
解
消

　
事
業
に
つ
い
て
は
、
第
２
期
介
護
保
険
事
業
計
画
運
営

　
期
間
中
で
あ
り
、
現
在
の
計
画
の
最
終
年
度
で
あ
る
平

　
成
17
年
度
ま
で
継
続
し
て
実
施
す
る
。 

　
社
会
福
祉
法
人
等
に
よ
る
利
用
者
負
担
額
減
免
措
置
事

　
業
に
つ
い
て
は
、
美
方
町
、
村
岡
町
の
例
に
よ
り
統
一

　
す
る
。 

　
保
険
料
の
納
期
に
つ
い
て
は
香
住
町
の
例
に
よ
り
統
一

　
し
、
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
平
成
20
年
度
ま
で
不
均
一

　
賦
課
と
す
る
。 

３ 

―
（
11
） 

　
消
防
団
の
取
扱
い 

　
消
防
団
は
、
合
併
時
に
１
消
防
団
に
再
編
す
る
。 

　
団
員
は
そ
の
ま
ま
新
町
へ
引
き
継
ぎ
、
現
員
数
を
基
本

　
と
し
て
定
数
を
定
め
る
。 

　
報
酬
及
び
出
動
手
当
等
は
、
現
行
に
お
け
る
３
町
の
支

　
給
総
額
を
上
回
ら
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
調
整
す
る
。 

３ 

―
（
12
） 

　
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い 

３ 

―
（
12
）
① 

　
議
会
関
係
事
務
事
業
の
取
扱
い 

　
定
例
会
の
回
数
及
び
招
集
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お

　
り
新
町
へ
引
き
継
ぐ
こ
と
と
し
、
臨
時
会
に
つ
い
て
は
、

　
地
方
自
治
法
の
定
め
に
よ
り
開
催
す
る
こ
と
と
す
る
。 

　
委
員
会
種
別
と
委
員
数
に
つ
い
て
は
、
新
町
の
議
会
に

　
お
い
て
定
め
る
。 

　
議
会
広
報
紙
に
つ
い
て
は
、
年
４
回
発
行
し
、
全
戸
配

　
布
す
る
。 

３ 

―
（
12
）
② 

　
総
務
関
係
事
務
事
業
の
取
扱
い 

　
行
政
区
に
関
す
る
こ
と 

　
行
政
区
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
へ
引
き
継

　
ぐ
。
た
だ
し
、
同
一
の
行
政
区
名
に
つ
い
て
　
は
合
併

　
時
ま
で
に
新
町
の
名
称
、
字
名
の
取
扱
い
と
合
わ
せ
て

　 

（１） （１） （１） （2） （3） （2） 

（1） （2） （3） （4） （5） （1） （1） （2） （2） （3） 

（4） （5） （1） （1） （1） （2） （3） （2） （3） （3） 
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調
整
す
る
。 

　
自
治
会
活
動
補
助
金
等
に
関
す
る
こ
と 

　
区
長
協
議
会
等
へ
の
補
助
金
は
、
合
併
時
に
統
一
す
る

　
方
向
で
調
整
す
る
。
区
へ
の
交
付
金
等
の
制
度
は
合
併

　
後
に
再
編
す
る
。 

　
区
会
館
建
設
等
に
係
る
補
助
金
に
関
す
る
こ
と 

　
区
会
館
建
設
等
に
係
る
補
助
金
の
補
助
率
、
要
件
等
は

　
合
併
後
に
再
編
す
る
。 

　
地
縁
団
体
に
関
す
る
こ
と 

　
地
縁
団
体
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
へ
引
き

　
継
ぐ
。 

　
情
報
公
開
制
度
に
関
す
る
こ
と 

　
情
報
公
開
制
度
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
３
町
の
制
度
を

　
も
と
に
調
整
し
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。
た
だ
し
、
手

　
数
料
に
つ
い
て
は
、
美
方
町
、
村
岡
町
の
例
に
よ
り
無

　
料
と
し
、
複
製
費
な
ど
の
実
費
は
徴
収
す
る
。 

　
個
人
情
報
保
護
制
度
に
関
す
る
こ
と 

　
個
人
情
報
保
護
制
度
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
３
町
の
制

　
度
を
も
と
に
調
整
し
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。 

　
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
に
関
す
る
こ
と 

　
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
再

　
編
す
る
。 

　
第
三
セ
ク
タ
ｌ
に
関
す
る
こ
と 

　
第
三
セ
ク
タ
ｌ
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
へ
引
き
継
ぐ
。 

　
手
数
料
に
関
す
る
こ
と 

　
認
可
地
縁
団
体
告
示
事
項
証
明
手
数
料
、
認
可
地
縁
団

　
体
印
鑑
登
録
証
明
書
交
付
手
数
料
及
び
そ
の
他
諸
証
明

　
手
数
料
は
、
２
５
０
円
と
す
る
。 

　
姉
妹
都
市
交
流
及
び
地
域
間
交
流
に
関
す
る
こ
と 

　
姉
妹
都
市
交
流
及
び
地
域
間
交
流
は
、
存
続
の
方
向
で
、

　
合
併
時
ま
で
に
相
手
方
の
意
向
を
確
認
し
て
調
整
す
る
。 

   

３ 

―
（
12
）
③ 

　
企
画
関
係
事
務
事
業
の
取
扱
い 

　
広
報
・
広
聴
に
関
す
る
こ
と 

　
ア
　
広
報
紙
に
つ
い
て 

　
　
　
　
広
報
紙
は
月
一
回
発
行
し
、
全
戸
配
布
す
る
。 

　
　
　
　
広
報
紙
の
名
称
は
合
併
時
に
新
町
名
を
参
考
に

　
　
　
　
決
定
す
る
。 

　
イ
　
広
聴
に
つ
い
て
は
、
村
岡
町
及
び
香
住
町
で
行
っ

　
　
　
て
い
る
取
り
組
み
を
も
と
に
合
併
後
に
再
編
す
る
。 

　
ウ
　
行
政
放
送
に
つ
い
て
は
、
既
存
の
設
備
を
利
用
し

　
　
　
て
現
行
の
と
お
り
新
町
へ
引
き
継
ぐ
。 

　
地
域
情
報
化
対
策
に
関
す
る
こ
と 

　
ア
　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
、
新
町
発
足
時
に
立

　
　
　
ち
上
げ
る
。 

　
イ
　
地
域
情
報
化
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
併
後
の
住
民

　
　
　
生
活
の
利
便
性
向
上
、
難
視
聴
地
域
解
消
、
情
報

　
　
　
格
差
の
是
正
、
行
財
政
運
営
の
効
率
化
を
図
る
た

　
　
　
め
、
合
併
後
に
速
や
か
に
策
定
す
る
。 

　
交
通
対
策
に
関
す
る
こ
と 

　
ア
　
美
方
町
域
及
び
香
住
町
域
の
自
主
運
行
バ
ス
の
既

　
　
　
存
路
線
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
へ
引

　
　
　
き
継
ぐ
。
村
岡
町
域
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
福
祉

　
　
　
タ
ク
シ
ー
制
度
を
含
め
て
合
併
後
に
検
討
す
る
。 

　
イ
　
村
岡
町
地
方
バ
ス
路
線
維
持
対
策
事
業
（
町
単
）

　
　
　
及
び
香
住
町
地
方
バ
ス
維
持
確
保
対
策
事
業
（
町

　
　
　
単
）
に
つ
い
て
は
、
補
助
制
度
を
現
行
の
と
お
り

　
　
　
新
町
へ
引
き
継
ぐ
。 

　
ウ
　
鉄
道
・
空
港
利
用
促
進
事
業
に
つ
い
て 

　
　
　
　
３
町
で
の
取
り
組
み
を
も
と
に
新
町
に
お
い
て

　
　
　
　
も
Ｊ
Ｒ
の
利
用
促
進
を
図
る
。 

　
　
　
　
但
馬
空
港
利
用
に
係
る
助
成
内
容
と
利
用
促
進

　
　
　
　
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。 

　
若
者
定
住
対
策
に
関
す
る
こ
と 

　
若
者
定
住
対
策
に
つ
い
て
は
、
若
者
定
住
奨
励
金
制
度

　
と
空
き
家
情
報
提
供
の
現
行
制
度
を
見
直
し
、
合
併
後

　
に
再
編
す
る
。 

３ 

―
（
12
）
④ 

　
税
務
関
係
事
務
事
業
の
取
扱
い 

　
税
務
関
係
手
数
料
に
関
す
る
こ
と 

　
ア
　
納
税
証
明
手
数
料
、
課
税
証
明
手
数
料
及
び
住
宅

　
　
　
用
家
屋
証
明
申
請
手
数
料
は
、
合
併
時
に
香
住
町

　
　
　
の
例
に
よ
り
統
一
す
る
。 

　
イ
　
税
督
促
手
数
料
は
、
合
併
時
に
村
岡
町
の
例
に
よ

　
　
　
り
統
一
す
る
。 

　
ウ
　
固
定
資
産
に
関
す
る
証
明
手
数
料
は
、
２
５
０
円

　
　
　
と
す
る
。
た
だ
し
、
土
地
に
つ
い
て
は
５
筆
ま
で

　
　
　
ご
と
に
１
件
と
し
、
家
屋
に
つ
い
て
は
、
５
棟
ま

　
　
　
で
ご
と
に
１
件
と
す
る
。 

　
エ
　
公
図
、
図
面
等
の
公
文
書
の
閲
覧
手
数
料
は
、
２

　
　
　
５
０
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
１
人
１
種
類
１
回
を

　
　
　
１
件
と
し
、
１
時
間
を
超
え
る
と
き
は
１
時
間
め

　
　
　
で
ご
と
に
２
０
０
円
を
加
え
る
。 

３ 

―
（
12
）
⑤ 

　
住
民
関
係
事
務
事
業
の
取
扱
い 

　
住
民
関
係
の
各
種
証
明
書
交
付
事
務
は
、
現
行
の
と
お

　
り
新
町
へ
引
き
継
ぎ
、
そ
の
手
数
料
は
、
香
住
町
の
例

　
に
よ
り
、
合
併
時
に
統
一
す
る
。 

　
防
災
に
関
す
る
こ
と 

　
ア
　
災
害
対
策
基
本
法
に
も
と
づ
き
、
合
併
時
に
防
災

　
　
　
会
議
条
例
を
制
定
し
、
防
災
会
議
を
設
置
す
る
。 

　
イ
　
地
域
防
災
計
画
は
、
現
行
の
３
町
の
計
画
を
も
と

　
　
　
に
、
合
併
後
、
速
や
か
に
策
定
す
る
。 

　
ウ
　
自
主
防
災
組
織
は
、
現
行
の
３
町
の
組
織
を
新
町

　
　
　
へ
引
き
継
ぐ
。 

　
エ
　
防
災
行
政
無
線
施
設
は
、
合
併
後
、
新
町
に
お
い 

 
 

　
　
　
て
統
一
を
検
討
す
る
。 

　
防
犯
灯
の
設
置
及
び
管
理
は
、
美
方
町
及
び
香
住
町
の

　
例
を
も
と
に
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。 

（1） 

（1） （1） （2） （3） 

（2） （3） （4） 

（10） 

（ア） （イ） （ア） （イ） 

（2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） 

－11－ 



３ 

―
（
12
）
⑥ 

　
環
境
関
係
事
務
事
業
の
取
扱
い 

　
ご
み
処
理
に
関
す
る
こ
と 

　
ア
　
ご
み
収
集
業
務
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
へ
引
き

　
　
　
継
ぎ
、
合
併
後
に
再
編
す
る
。 

　
イ
　
ご
み
収
納
庫
設
置
事
業
は
、
村
岡
町
、
香
住
町
の

　
　
　
例
に
よ
り
、
合
併
時
に
統
一
す
る
。 

　
ウ
　
ご
み
袋
等
の
販
売
委
託
業
務
は
、
香
住
町
の
例
を

　
　
　
も
と
に
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。 

　
エ
　
資
源
ご
み
の
回
収
奨
励
金
交
付
事
業
は
、
合
併
時

　
　
　
に
再
編
す
る
。 

３ 

―
（
12
）
⑦ 

　
保
健
医
療
関
係
事
務
事
業
の
取
扱
い 

　
各
種
健
（
検
）
診
事
業
に
関
す
る
こ
と 

　
ア
　
各
種
健
（
検
）
診
事
業
は
、
３
町
の
実
施
内
容
を

　
　
　
調
整
し
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。 

　
イ
　
各
種
健
（
検
）
診
事
業
の
自
己
負
担
額
は
、
合
併

　
　
　
時
に
再
編
す
る
。 

　
母
子
保
健
事
業
及
び
予
防
接
種
事
業
は
、
美
方
町
、
香

　
住
町
の
例
を
も
と
に
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。 

　
病
院
及
び
診
療
所
に
関
す
る
こ
と 

　
ア
　
公
立
香
住
総
合
病
院
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
へ

　
　
　
引
き
継
ぐ
。 

　
イ
　
美
方
町
及
び
村
岡
町
が
加
入
し
て
い
る
公
立
八
鹿

　
　
　
病
院
組
合
（
公
立
村
岡
病
院
）
に
つ
い
て
は
、
合

　
　
　
併
時
に
引
き
続
き
構
成
団
体
と
な
る
よ
う
養
父
市

　
　
　
と
協
議
す
る
。
た
だ
し
、
事
務
処
理
区
域
は
現
行

　
　
　
の
美
方
町
及
び
村
岡
町
の
区
域
と
す
る
。 

　
ウ
　
国
民
健
康
保
険
診
療
所
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町

　
　
　
へ
引
き
継
ぐ
。 

　
エ
　
国
民
健
康
保
険
診
療
所
の
診
断
書
等
の
手
数
料
及

　
　
　
び
自
動
車
使
用
料
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。 

　
オ
　
村
岡
町
立
柤
岡
へ
き
地
出
張
診
療
所
は
、
現
行
の

　
　
　
と
お
り
新
町
へ
引
き
継
ぐ
。 

３ 

―
（
12
）
⑧ 

　
福
祉
関
係
事
務
事
業
の
取
扱
い 

　
保
育
に
関
す
る
こ
と 

　
ア
　
町
立
保
育
施
設
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
へ
引
き

　
　
　
継
ぐ
。 

　
イ
　
保
育
料
に
つ
い
て 

　
　
　
　
保
育
料
は
、
村
岡
町
の
例
を
基
準
と
し
て
、
合

　
　
　
　
併
時
に
再
編
す
る
。 

　
　
　
　
同
一
世
帯
か
ら
２
人
以
上
の
児
童
の
入
所
及
び

　
　
　
　
母
子
世
帯
等
の
児
童
の
入
所
が
あ
る
場
合
の
減

　
　
　
　
免
措
置
は
、
国
の
基
準
に
よ
り
合
併
時
に
統
一

　
　
　
　
す
る
。 

　
ウ
　
障
害
児
保
育
事
業
は
、
村
岡
町
の
制
度
を
基
に
調

　
　
　
整
し
、
合
併
時
に
統
一
す
る
。 

　
エ
　
延
長
保
育
事
業
は
、
現
行
の
３
町
の
制
度
を
も
と

　
　
　
に
調
整
し
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。 

　
オ
　
一
時
保
育
事
業
は
、
村
岡
町
、
香
住
町
の
制
度
を

　
　
　
も
と
に
調
整
し
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。 

　
カ
　
私
立
保
育
所
運
営
支
援
事
業
は
、
村
岡
町
、
香
住

　
　
　
町
の
制
度
を
も
と
に
調
整
し
、
合
併
時
に
再
編
す

　
　
　
る
。 

　
キ
　
へ
き
地
保
育
所
（
美
方
町
）
の
運
営
は
、
現
行
の

　
　
　
と
お
り
新
町
へ
引
き
継
ぐ
が
、
協
力
費
、
保
育
サ

　
　
　
ー
ビ
ス
の
内
容
は
、
合
併
後
に
検
討
す
る
。 

　
ク
　
村
岡
町
が
実
施
し
て
い
る
保
育
所
通
園
バ
ス
の
運

　
　
　
行
に
関
す
る
こ
と
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
へ
引

　
　
　
き
継
ぐ
。 

　
福
祉
施
設
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
へ
引
き
継
ぐ
。 

　
福
祉
医
療
費
助
成
事
業
に
関
す
る
こ
と 

　
ア
　
町
単
独
事
業
の
福
祉
医
療
費
助
成
事
業
は
合
併
時

　
　
　
に
廃
止
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
事
業
を
実
施
し
て

　
　
　
い
る
美
方
町
、
村
岡
町
に
限
り
、
現
行
の
受
給
者

　
　
　
証
の
有
効
期
限
満
了
ま
で
継
続
実
施
す
る
。 

　
イ
　
町
単
独
事
業
の
福
祉
医
療
助
成
事
業
の
う
ち
、
乳

　
　
　
幼
児
医
療
費
助
成
事
業
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
村

　
　
　
岡
町
の
制
度
を
も
と
に
、
新
町
に
お
い
て
新
た
に

　
　
　
助
成
制
度
を
設
け
る
。 

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
関
す
る
こ
と 

　
ア
　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
協
議
会
は
、
現
行
の
と
お

　
　
　
り
新
町
へ
引
き
継
ぎ
、
新
町
に
お
い
て
連
合
会
を

　
　
　
組
織
す
る
。 

　
イ
　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
活
動
費
は
、
合
併
時
に

　
　
　
再
編
す
る
。 

　
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
こ
と 

　
ア
　
障
害
者
福
祉
計
画
は
、
合
併
後
、
新
町
に
お
い
て

　
　
　
速
や
か
に
策
定
す
る
。 

　
イ
　
障
害
者
福
祉
金
支
給
事
業
は
、
香
住
町
の
例
を
も

　
　
　
と
に
合
併
時
に
再
編
す
る
。 

　
ウ
　
重
度
心
身
障
害
者
（
児
）
介
護
手
当
支
給
事
業
は
、

　
　
　
村
岡
町
の
例
を
も
と
に
合
併
時
に
再
編
し
、
手
当

　
　
　
の
支
給
額
は
美
方
町
の
例
に
よ
り
１
５
，０
０
０
円

　
　
　
と
す
る 

　
　
　
た
だ
し
、
在
宅
老
人
介
護
手
当
支
給
事
業
の
検
討

　
　
　
に
合
わ
せ
て
検
討
す
る
。 

　
エ
　
特
殊
学
校
等
児
童
生
徒
就
学
奨
励
費
支
給
事
業
は
、

　
　
　
合
併
時
に
廃
止
す
る
。 

　
　
　
た
だ
し
、
当
該
事
業
を
実
施
し
て
い
る
村
岡
町
に

　
　
　
限
り
、
経
過
措
置
と
し
て
合
併
の
日
の
前
日
に
お

　
　
　
け
る
支
給
対
象
者
に
つ
い
て
は
、
合
併
後
３
年
間

　
　
　
は
継
続
実
施
す
る
。 

　
高
齢
者
福
祉
に
関
す
る
こ
と 

　
ア
　
老
人
保
健
福
祉
計
画
は
、
合
併
後
、
新
町
に
お
い

　
　
　
て
速
や
か
に
策
定
す
る
。 

　
イ
　
老
人
ク
ラ
ブ
活
動
補
助
金
等
は
、
合
併
時
に
再
編

　
　
　
す
る
。 

　
ウ
　
老
人
福
祉
大
会
及
び
敬
老
会
事
業
は
、
合
併
後
に

　
　
　
調
整
す
る
。 

　
エ
　
長
寿
祝
金
等
支
給
事
業
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。 

（ア） （イ） 

（１） （１） （2） （3） 

（1） 

（4） （5） （6） 

（2） （3） 
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オ
　
金
婚
夫
婦
祝
福
事
業
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。 

　
カ
　
在
宅
老
人
介
護
手
当
支
給
事
業
は
、
村
岡
町
の
例

　
　
　
を
も
と
に
合
併
時
に
再
編
し
、
手
当
の
支
給
額
は

　
　
　
美
方
町
の
例
に
よ
り
月
額
１
５
，０
０
０
円
と
す
る
。 

　
　
　
た
だ
し
、
次
期
老
人
保
健
福
祉
計
画
策
定
に
合
わ

　
　
　
せ
て
検
討
す
る
。 

　
母
子
等
福
祉
金
事
業
は
、
合
併
時
に
廃
止
す
る
。 

　
た
だ
し
、
当
該
事
業
を
実
施
し
て
い
る
美
方
町
、
村
岡

　
町
に
限
り
、
経
過
措
置
と
し
て
合
併
後
１
年
間
は
美
方

　
町
の
例
を
も
と
に
継
続
実
施
す
る
。 

　
介
護
予
防
事
業
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。 

　
結
婚
媒
酌
人
報
償
金
支
給
事
業
は
、
合
併
時
に
廃
止
す

　
る
。 

　
戦
没
者
追
悼
式
（
平
和
祈
念
式
）
は
、
合
併
後
に
再
編

　
す
る
。 

　
社
会
福
祉
協
議
会
へ
の
委
託
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併

　
時
に
調
整
す
る
。 

３ 

―
（
12
）
⑨ 

　
農
林
水
産
関
係
事
務
事
業
の
取
扱
い 

　
農
林
に
関
す
る
こ
と 

　
ア
　
生
産
調
整
に
対
す
る
助
成
措
置
等
の
農
業
振
興
対

　
　
　
策
事
業
は
、
各
町
の
取
り
組
み
経
過
、
地
域
特
性

　
　
　
を
考
慮
し
合
併
後
に
再
編
す
る
。 

　
イ
　
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
交
付
金
事
業
は
、
現
行

　
　
　
の
と
お
り
新
町
へ
引
き
継
ぐ
。 

　
ウ
　
棚
田
保
全
緊
急
対
策
事
業
は
、
現
行
の
と
お
り
新

　
　
　
町
へ
引
き
継
ぐ
。 

　
エ
　
農
業
振
興
に
係
る
利
子
補
給
制
度
は
、
現
行
の
３

　
　
　
町
の
制
度
を
も
と
に
調
整
し
、
合
併
時
に
再
編
す

　
　
　
る
。 

　
土
地
改
良
に
関
す
る
こ
と 

　
ア
　
土
地
改
良
事
業
に
係
る
受
益
者
負
担
率
及
び
町
単

　
　
　
独
補
助
率
は
、
現
行
の
３
町
の
制
度
を
も
と
に
調

　
　
　
整
し
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。 

　
イ
　
農
地
及
び
農
業
用
施
設
の
災
害
復
旧
に
係
る
受
益

　
　
　
者
負
担
率
は
、
美
方
町
、
村
岡
町
の
制
度
を
も
と

　
　
　
に
合
併
時
に
再
編
し
、
町
単
独
事
業
は
、
合
併
時

　
　
　
に
廃
止
す
る
。 

　
畜
産
に
関
す
る
こ
と 

　
ア
　
優
良
牛
確
保
事
業
及
び
町
有
雌
牛
貸
付
事
業
等
の

　
　
　
畜
産
振
興
対
策
事
業
は
、
美
方
町
、
村
岡
町
の
制

　
　
　
度
を
も
と
に
調
整
し
、
合
併
後
に
再
編
す
る
。 

　
イ
　
畜
産
振
興
に
係
る
利
子
補
給
制
度
は
、
美
方
町
、

　
　
　
村
岡
町
の
制
度
を
も
と
に
調
整
し
、
合
併
後
に
再

　
　
　
編
す
る
。 

　
林
業
に
関
す
る
こ
と 

　
ア
　
林
業
振
興
補
助
制
度
は
、
現
行
の
３
町
の
制
度
を

　
　
　
も
と
に
調
整
し
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。 

　
イ
　
林
業
整
備
に
係
る
受
益
者
負
担
金
は
、
合
併
時
に

　
　
　
再
編
す
る
。 

　
ウ
　
林
業
用
施
設
の
災
害
復
旧
に
係
る
受
益
者
負
担
金

　
　
　
は
、
美
方
町
、
村
岡
町
の
制
度
を
も
と
に
合
併
時

　
　
　
に
再
編
し
、
香
住
町
の
町
単
独
事
業
は
、
合
併
時

　
　
　
に
廃
止
す
る
。 

　
エ
　
治
山
事
業
に
係
る
受
益
者
負
担
金
は
、
香
住
町
の

　
　
　
例
に
よ
り
合
併
時
に
再
編
す
る
。 

　
オ
　
有
害
鳥
獣
防
止
対
策
補
助
制
度
は
、
美
方
町
、
村

　
　
　
岡
町
の
制
度
を
も
と
に
調
整
し
、
合
併
時
に
再
編

　
　
　
す
る
。 

　
水
産
に
関
す
る
こ
と 

　
ア
　
種
苗
放
流
事
業
等
の
水
産
振
興
対
策
事
業
は
、
現

　
　
　
行
の
と
お
り
新
町
へ
引
き
継
ぐ
。 

　
イ
　
水
産
振
興
に
係
る
利
子
補
給
制
度
は
、
現
行
の
と

　
　
　
お
り
新
町
へ
引
き
継
ぐ
。 

　
農
林
水
産
関
係
各
種
証
明
書
交
付
事
務
に
関
す
る
こ
と 

　
ア
　
農
林
水
産
関
係
の
各
種
証
明
書
交
付
事
務
は
、
現

　
　
　
行
の
と
お
り
新
町
へ
引
き
継
ぎ
、
そ
の
手
数
料
は
、

　
　
　
香
住
町
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
一
す
る
。 

３ 

―
（
12
）
⑩ 

　
商
工
観
光
関
係
事
務
事
業
の
取
扱
い 

　
商
工
・
労
政
に
関
す
る
こ
と 

　
ア
　
新
町
の
一
体
性
を
確
保
す
る
た
め
、
商
工
会
の
組

　
　
　
織
の
統
合
に
向
け
た
調
整
に
努
め
る
。 

　
イ
　
商
工
会
に
対
す
る
補
助
制
度
は
、
現
行
制
度
を
尊

　
　
　
重
し
な
が
ら
、
合
併
後
に
調
整
す
る
。 

　
ウ
　
中
小
企
業
振
興
資
金
融
資
制
度
は
、
香
住
町
の
例

　
　
　
に
よ
り
合
併
時
に
統
一
す
る
。 

　
エ
　
村
岡
町
の
中
小
企
業
振
興
資
金
特
別
利
子
補
給
制

　
　
　
度
及
び
商
工
業
経
営
安
定
対
策
特
別
利
子
補
給
制

　
　
　
度
は
、
合
併
時
に
調
整
す
る
。 

　
オ
　
商
店
街
街
路
灯
設
置
補
助
制
度
は
、
合
併
時
に
廃

　
　
　
止
す
る
。 

　
カ
　
現
行
の
工
業
振
興
補
助
制
度
等
は
廃
止
し
、
合
併

　
　
　
後
、
雇
用
の
拡
大
に
繋
が
る
企
業
立
地
等
に
対
す

　
　
　
る
支
援
制
度
を
検
討
す
る
。 

　
キ
　
香
住
町
の
職
業
訓
練
業
務
は
、
現
行
の
と
お
り
新

　
　
　
町
へ
引
き
継
ぐ
。 

　
観
光
振
興
に
関
す
る
こ
と 

　
ア
　
新
町
の
一
体
性
を
確
保
す
る
た
め
、
観
光
協
会
の

　
　
　
組
織
の
統
合
に
向
け
た
調
整
に
努
め
る
。 

　
イ
　
観
光
協
会
に
対
す
る
補
助
制
度
は
、
現
行
制
度
を

　
　
　
尊
重
し
な
が
ら
、
合
併
後
に
調
整
す
る
。 

　
ウ
　
各
イ
ベ
ン
ト
は
、
各
町
の
取
り
組
み
の
経
過
や
地

　
　
　
域
特
性
を
考
慮
し
、
合
併
後
に
調
整
す
る
。 

　
エ
　
ふ
る
さ
と
会
員
制
度
は
、
各
町
の
取
り
組
み
の
経

　
　
　
過
や
地
域
特
性
を
考
慮
し
、
合
併
後
に
再
編
す
る
。 

３ 

―
（
12
）
⑪ 

　
建
設
関
係
事
務
事
業
の
取
扱
い 

　
道
路
等
に
関
す
る
こ
と 

　
ア
　
町
道
・
橋
梁
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
へ
引
き
継

　
　
　
ぎ
、
路
線
区
分
は
新
町
に
お
い
て
調
整
す
る
。 

 

（3） （4） （5） （6） 

（1） （2） （1） 

（7） （8） （9） （1） （2） （10） （11） 

－13－ 



　
イ
　
町
道
及
び
橋
梁
の
新
設
、
改
良
、
舗
装
に
係
る
受

　
　
　
益
者
負
担
金
は
、
香
住
町
の
制
度
を
も
と
に
調
整

　
　
　
し
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。
た
だ
し
、
合
併
時
に

　
　
　
事
業
実
施
中
（
用
地
買
収
を
含
む
）
の
路
線
に
対

　
　
　
す
る
負
担
は
、
従
前
の
例
に
よ
る
。 

　
ウ
　
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業
に
係
る
受
益
者
負
担
金

　
　
　
は
、
合
併
時
に
香
住
町
の
例
に
よ
り
再
編
す
る
。

　
　
　
た
だ
し
、
合
併
時
に
事
業
実
施
中
の
箇
所
に
対
す

　
　
　
る
負
担
は
、
従
前
の
例
に
よ
る
。 

　
エ
　
災
害
復
旧
事
業
に
係
る
受
益
者
負
担
金
は
徴
し
な

　
　
　
い
。 

　
オ
　
除
雪
路
線
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
へ
引
き
継
ぎ
、

　
　
　
除
雪
計
画
は
、
合
併
後
に
新
町
に
お
い
て
調
整
す

　
　
　
る
。 

　
　
　
除
雪
機
購
入
補
助
制
度
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町

　
　
　
へ
引
き
継
ぎ
、
補
助
内
容
等
は
合
併
時
に
統
一
す

　
　
　
る
。 

　
町
営
住
宅
に
関
す
る
こ
と 

　
ア
　
町
営
住
宅
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
へ
引
き
継
ぐ
。 

　
イ
　
町
営
住
宅
の
入
居
資
格
は
、
合
併
時
に
村
岡
町
、

　
　
　
香
住
町
の
例
に
よ
り
統
一
す
る
。 

３ 

―
（
12
）
⑫ 

　
水
道
・
下
水
道
関
係
事
務
事
業
の
取
扱
い 

　
水
道
に
関
す
る
こ
と 

　
ア
　
上
水
道
施
設
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
へ
引
き
継

　
　
　
ぐ
。 

　
イ
　
簡
易
水
道
施
設
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
へ
引
き

　
　
　
継
ぐ
。 

　
ウ
　
加
入
金
（
分
担
金
）
は
、
合
併
時
に
香
住
町
の
上

　
　
　
水
道
の
例
に
よ
り
統
一
す
る
。 

　
エ
　
使
用
料
は
、
平
成
20
年
度
を
目
途
に
統
一
す
る
方

　
　
　
向
で
調
整
す
る
。 

　
オ
　
上
水
道
関
係
手
数
料
は
、
合
併
時
に
別
表
の
と
お

　
　
　
り
再
編
す
る
。 

　
　
　
た
だ
し
、
給
水
装
置
工
事
の
設
計
手
数
料
、
閉
栓

　
　
　
手
数
料
、
私
設
消
火
栓
使
用
立
会
手
数
料
、
消
火

　
　
　
栓
消
防
演
習
立
会
手
数
料
及
び
給
水
停
止
確
認
手

　
　
　
数
料
は
廃
止
す
る
。 

                   

　
下
水
道
に
関
す
る
こ
と 

　
ア
　
下
水
道
施
設
は
現
行
の
と
お
り
新
町
へ
引
き
継
ぐ
。 

　
イ
　
受
益
者
負
担
金
（
分
担
金
）
は
、
合
併
時
に
香
住

　
　
　
町
の
例
に
よ
り
再
編
す
る
。 

　
ウ
　
使
用
料
は
、
平
成
20
年
度
を
目
途
に
統
一
す
る
方

　
　
　
向
で
調
整
す
る
。 

　
エ
　
美
方
町
、
村
岡
町
が
実
施
し
て
い
る
合
併
浄
化
槽

　
　
　
設
置
整
備
事
業
補
助
制
度
は
、
合
併
後
に
再
編
す

　
　
　
る
。 

　
オ
　
水
洗
便
所
等
改
造
資
金
融
資
あ
っ
せ
ん
及
び
利
子

　
　
　
補
給
制
度
は
、
村
岡
町
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統

　
　
　
一
す
る
。 

　
カ
　
下
水
道
関
係
手
数
料
は
、
合
併
時
に
別
表
の
と
お

　
　
　
り
再
編
す
る
。 

　
　
　
た
だ
し
、
香
住
町
の
区
域
に
お
け
る
設
計
審
査
手

　
　
　
数
料
及
び
竣
工
検
査
手
数
料
は
、
供
用
開
始
か
ら

　
　
　
３
年
を
経
過
し
た
場
合
に
徴
収
す
る
。 

                  

３ 

―
（
12
）
⑬ 

　
学
校
教
育
関
係
事
務
事
業
の
取
扱
い 

　
就
学
区
域
に
関
す
る
こ
と 

　
ア
　
就
学
区
域
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
へ

　
　
　
引
き
継
ぐ
。 

　
通
学
支
援
に
関
す
る
こ
と 

　
ア
　
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
運
行
業
務
に
つ
い
て
は
、
現
行

　
　
　
の
と
お
り
新
町
へ
引
き
継
ぐ
。 

　
イ
　
通
学
、
通
園
に
係
る
補
助
・
助
成
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
新
町
に
お
い
て
調
整
す
る
。 

（2） （1） 

（2） 

（1） （2） 

－14－ 

〔別表〕 

手 数 料 の 種 類 手 数 料 金 額 

設 計 審 査 手 数 料 

竣 工 検 査 手 数 料 

国県道占用申請事務手数料 
３,０００円 

１,０００円 

１,０００円 

１,０００円 
国県道 

町　道 

５,０００円 

１５０円 

責任技術者登録（更新）手数料 

督 促 手 数 料 

口径20ｍｍ以下 

〔別表〕 

手 数 料 の 種 類 手 数 料 金 額 

設 計 審 査 手 数 料 
１,０００円 

口径25ｍｍ以上 3,０００円 

口径20ｍｍ以下 １,０００円 
口径25ｍｍ以上 

竣 工 検 査 手 数 料 
3,０００円 

開 栓 手 数 料 １,０００円 

国県道 3,０００円 
町　道 

国県道占用申請事務手数料 
１,０００円 



　
学
校
給
食
に
関
す
る
こ
と 

　
ア
　
学
校
給
食
共
同
調
理
所
等
の
施
設
運
営
に
つ
い
て

　
　
　
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
へ
引
き
継
ぐ
。 

　
イ
　
給
食
費
に
つ
い
て
は
、
合
併
後
に
統
一
す
る
方
向

　
　
　
で
調
整
す
る
。 

　
就
学
援
助
に
関
す
る
こ
と 

　
ア
　
準
要
保
護
児
童
生
徒
に
対
す
る
就
学
援
助
は
、
現

　
　
　
行
の
と
お
り
新
町
へ
引
き
継
ぎ
、
学
校
給
食
費
に

　
　
　
係
る
支
給
率
は
、
美
方
町
、
香
住
町
の
例
に
よ
り

　
　
　
合
併
時
に
統
一
す
る
。 

　
校
外
活
動
補
助
に
関
す
る
こ
と 

　
ア
　
校
外
活
動
に
対
す
る
補
助
は
、
現
行
の
３
町
の
制

　
　
　
度
を
も
と
に
調
整
し
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。 

　
英
語
指
導
助
手
招
致
事
業
に
関
す
る
こ
と 

　
ア
　
英
語
指
導
助
手
招
致
事
業
は
、
現
行
の
と
お
り
新

　
　
　
町
へ
引
き
継
ぐ
。 

３ 

―
（
12
）
⑭ 

　
社
会
教
育
関
係
事
務
事
業
の
取
扱
い 

　
人
権
・
同
和
に
関
す
る
こ
と 

　
ア
　
人
権
・
同
和
教
育
事
業
は
、
現
行
の
事
業
を
も
と

　
　
　
に
調
整
し
、
合
併
後
に
再
編
す
る
。 

　
イ
　
人
権
・
同
和
教
育
推
進
（
研
究
）
協
議
会
は
、
合

　
　
　
併
後
、
速
や
か
に
再
編
す
る
方
向
で
調
整
に
努
め

　
　
　
る
。 

　
成
人
式
に
関
す
る
こ
と 

　
ア
　
成
人
式
は
、
成
人
の
日
の
前
後
に
１
ヶ
所
で
統
一

　
　
　
し
て
実
施
す
る
。 

　
文
化
財
に
関
す
る
こ
と 

　
ア
　
町
指
定
の
文
化
財
は
、
新
町
へ
引
き
継
ぐ
。 

　
人
権
啓
発
に
関
す
る
こ
と 

　
人
権
尊
重
は
、
社
会
づ
く
り
、
人
づ
く
り
の
根
幹
を
な

　
す
も
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
ま
ち
づ
く
り
施
策
は
、
こ

　
の
人
権
尊
重
の
理
念
を
も
と
に
進
め
る
も
の
で
、
人
権

　
啓
発
は
一
時
も
ゆ
る
が
せ
る
こ
と
な
く
強
力
に
推
進
し

　
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　
ア
　
人
権
啓
発
推
進
の
た
め
の
条
例
は
、
す
べ
て
の
人

　
　
　
が
人
権
に
つ
い
て
の
正
し
い
理
解
と
認
識
を
深
め

　
　
　
て
行
く
う
え
で
、
ゆ
る
ぎ
な
い
決
意
と
方
向
性
を

　
　
　
示
す
も
の
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
で

　
　
　
あ
る
の
で
、
香
住
町
の
例
を
も
と
に
合
併
時
に
再

　
　
　
編
す
る
。 

　
イ
　
現
行
の
啓
発
推
進
事
業
は
新
町
へ
引
き
継
ぎ
、
積

　
　
　
極
的
な
展
開
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

　
生
涯
学
習
に
関
す
る
こ
と 

　
ア
　
生
涯
学
習
事
業
、
各
種
行
事
等
は
、
こ
れ
ま
で
の

　
　
　
事
業
成
果
を
踏
ま
え
、
引
き
続
き
地
域
の
特
色
を

　
　
　
活
か
し
た
事
業
を
展
開
が
で
き
る
よ
う
、
合
併
後

　
　
　
に
調
整
す
る
。 

　
イ
　
図
書
館
事
業
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
へ
引
き
継

　
　
　
ぐ
。 

　
子
育
て
支
援
に
関
す
る
こ
と 

　
ア
　
子
育
て
支
援
事
業
は
、
現
行
の
３
町
の
事
業
を
も

　
　
　
と
に
合
併
後
に
調
整
す
る
。 

　
社
会
体
育
に
関
す
る
こ
と 

　
ア
　
教
育
委
員
会
主
催
の
ス
ポ
ー
ツ
行
事
は
、
現
行
の

　
　
　
と
お
り
新
町
へ
引
き
継
ぐ
。 

　
イ
　
社
会
教
育
団
体
が
実
施
す
る
ス
ポ
ー
ツ
行
事
の
支

　
　
　
援
方
法
は
、
合
併
後
に
検
討
す
る
。 

　
　
　
国
体
推
進
体
制
は
、
合
併
後
、
新
町
に
１
つ
の
実

　
　
　
行
委
員
会
を
組
織
し
、
旧
町
単
位
の
専
門
部
会
を

　
　
　
設
置
す
る
。 

３ 

―
（
12
）
⑮ 

　
電
算
シ
ス
テ
ム
関
係
事
務
事
業
の
取
扱
い 

　
電
算
シ
ス
テ
ム
関
係
事
務
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併
に

伴
い
統
合
す
る
必
要
が
あ
る
シ
ス
テ
ム
を
統
合
し
、
新
町

単
独
で
導
入
す
る
。
ま
た
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
招

か
な
い
よ
う
な
関
係
町
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る

よ
う
調
整
す
る
。
た
だ
し
、
統
合
の
必
要
が
な
い
シ
ス
テ

ム
に
つ
い
て
は
、
新
町
に
お
い
て
調
整
す
る
。 

３ 

―
（
12
）
⑯ 

　
そ
の
他
協
議
が
必
要
な
事
務
事
業
の
取
扱
い 

　
旧
慣
使
用
権
に
も
と
づ
く
公
有
林
野
の
取
扱
い
は
、
現

行
の
と
お
り
新
町
へ
引
き
継
ぎ
、
森
林
の
も
つ
公
益
性
、

林
野
統
一
の
経
緯
、
各
地
域
の
実
情
等
を
考
慮
し
て
、
合

併
後
１
年
を
目
途
に
調
整
す
る
。 

　
な
お
、
調
整
期
間
に
お
け
る
取
扱
い
は
、
公
平
性
を
も

と
に
合
併
時
に
定
め
る
。 

 

（5） （6） （7） 

（3） （4） （5） （6） （1） （2） （3） （4） 

《今後のスケジュール（予定）》 
各町議会で合併に関する議案の議決 

県知事へ合併の申請・県議会の議決 

総務大臣への届出・総務大臣の告示 

（平成17年４月１日） 
新 町 誕 生！ 

－15－ 



　
10
月
２
日
、
３
町
合
併
協
定
調
印
式
が

行
わ
れ
、
約
３
０
０
名
の
参
加
者
の
み
な

さ
ま
と
と
も
に
歴
史
的
な
体
験
を
し
ま
し
た
。

「
町
」
と
し
て
は
兵
庫
県
で
１
番
早
い
合
併

調
印
で
、
ま
た
、
地
域
自
治
区
の
導
入
は

全
国
の
先
駆
け
と
な
り
ま
し
た
。
日
本
を

代
表
す
る
よ
う
な
特
色
あ
る
町
づ
く
り
に

積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。 

　
３
町
が
心
を
一
つ
に
し
て
松
葉
ガ
ニ
や

但
馬
牛
な
ど
の
全
国
ブ
ラ
ン
ド
、
ス
キ
ー

や
海
水
浴
、
都
市
と
の
交
流
を
着
実
に
発

展
さ
せ
て
、「
香
美
町
」
の
す
ば
ら
し
さ
を

世
界
に
発
信
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

－１６－ 

－合併協定項目の協議状況－ －合併協定項目の協議状況－ 

合併の方式 

合併の期日 

新町の名称 

新町の事務所の位置 

財産の取扱い 

新町まちづくり計画 

地域審議会の取扱い 

議会の議員の定数及び任期の取扱い 

農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い 

一般職の職員の身分の取扱い 

一部事務組合等の取扱い 

地方税の取扱い 

特別職の身分の取扱い 

条例、規則等の取扱い 

事務組織及び機構の取扱い 

使用料、手数料等の取扱い 

公共的団体等の取扱い 

補助金、交付金等の取扱い 

字名の取扱い 

慣行の取扱い 

国民健康保険事業の取扱い 

介護保険事業の取扱い 

消防団の取扱い 

各種事務事業の取扱い 

①議会関係事務事業の取扱い 

②総務関係事務事業の取扱い 

③企画関係事務事業の取扱い 

④税務関係事務事業の取扱い 

⑤住民関係事務事業の取扱い 

⑥環境関係事務事業の取扱い 

⑦保健医療関係事務事業の取扱い 

⑧福祉関係事務事業の取扱い 

⑨農林水産関係事務事業の取扱い 

⑩商工観光関係事務事業の取扱い 

⑪建設関係事務事業の取扱い 

⑫水道・下水道関係事務事業の取扱い 

⑬学校教育関係事務事業の取扱い 

⑭社会教育関係事務事業の取扱い 

⑮電算システム関係事業の取扱い 

⑯その他協議が必要な事業の取扱い 

平成16年10月２日現在 ※すべての項目が確認されました。 

合 併 協 定 項 目 

基本項目 

合併特例法 
規定項目 

その他の 
協議項目 

協議 確認 

【発行】　美方町・村岡町・香住町合併協議会 
【住所】　〒667ー1368 
　　　　兵庫県美方郡村岡町入江７１１番地の２（村岡町射添会館内） 
　　　　電　話（０７９６）９９ー５０５０ 
　　　　ＦＡＸ（０７９６）９５ー０２２１ 
　　　　Ｅ-mail　mmk３ｔ-gappei@fine.ocn.ne.jp 
　　　　URL http://www.mmk3t-gappei.com/
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３町の人口・世帯・面積等 

※平成16年９月１日現在 

【香住町】 

【美方町】 

【村岡町】 
人口：6,595人 
世帯：2,037世帯 
面積：165.66km2

人口：13,815人 
世帯：4,025世帯 
面積：137.26km2

人口：2,576人 
世帯：918世帯 
面積：66.16　 km2

人口：22,986人 
世帯：6,980世帯 
面積：369.08km2

３町の計 

地域情報化アンケートのお願い 地域情報化アンケートのお願い 地域情報化アンケートのお願い 

　新町の地域情報化計画策定の参考とするため、
10月下旬に各区長さんを通じてアンケート調
査を行います。ホームページでも回答できるよ
うにしますので、みなさんのご協力をお願いし
ます。 

会議録等は閲覧できます 
　合併協議会の会議録（写し）及び会議に提出された文書はどな
たでも閲覧できます。 
　ただし、個人に関する事項や会議運営に支障を及ぼすおそれが
ある事項は閲覧できない場合がありますのであらかじめご了承く
ださい。 
　閲覧場所や手続きなどは次のとおりです。 

【閲覧場所】 
　・美方町役場総務課　・村岡町役場総務課 
　・香住町役場総務課　・合併協議会事務局 
【閲覧時間】 
午前８時３０分から午後５時１５分まで 
（ただし、土曜、日曜、祝日、その他役場が閉庁となる日を除く）。 

事務局の合併紀行 




